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第１章 国土強靭化の基本的な考え方 

第１節 計画の基本事項 

１ 計画策定の趣旨 

東日本大震災等の大規模な地震や津波をはじめ、近年、全国的に台風や豪雨等によ

る大規模な風水害や土砂災害が発生し、大規模自然災害等に対する事前の備えを行う

ことの重要性が広く認識されています。国土強靱化とは大規模自然災害等に備えるた

め、事前の防災・減災と迅速な復旧・復興に資する施策を、まちづくり政策や産業政策

も含めた総合的な取組として計画的に実施し、強靱な国づくり・地域づくりを推進す

るものです。 

国では、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強

靱化基本法（平成２５年１２月１１日法律第９５号）」（以下「基本法」という。）に

基づき、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国土強靱化

に係る国の計画等の指針となる「国土強靭化基本計画」（以下「国基本計画」という。）

を平成 26 年６月に策定（平成 30 年 12 月及び令和５年７月改定）し、大規模自然

災害等に備えた強靭な国づくりを推進しております。 

また、県では市町村や関係機関との相互連携のもと、県の強靭化に関する施策を総

合的・計画的に推進するため、平成 29 年 2 月に「茨城県国土強靱化計画」（以下「県

計画」という。）を策定（令和４年３月改定）しました。 

このような状況から、本市においても、国基本計画や県計画との調和を図り、大規模

自然災害等から住民の生命と財産を守り、地域への致命的な被害を回避し、迅速な復

旧・復興に資する強靭な地域づくりを推進するための指針となる「北茨城市国土強靭

化地域計画」（以下「本計画」という。）を策定するものです。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、基本法第 13 条に基づき策定するものであり、また、同法第 14 条に基づ

き、国基本計画や県計画と調和のとれた計画とするとともに、大規模自然災害等に対す

る本市の脆弱性を認識し、その克服に向けて、事前防災及び減災その他迅速な復旧等に

資する施策を総合的かつ計画的に実施するため、本市の基本方針である「北茨城市総合

計画」との整合を図るとともに、国土強靭化の観点から、本市における「北茨城市地域

防災計画」や様々な分野別計画等の具体的な施策を推進するうえでの指針となる計画と

して位置付けます。 

(1) 本計画と北茨城市地域防災計画との関係性 

「北茨城市地域防災計画」は、地震や風水害等の各種災害に対応した防災に関する

業務等や災害対策における予防や発災後の応急・復旧・復興等を定めた計画です。  

一方、「北茨城市国土強靭化地域計画」は、防災・減災や効率的な応急・復旧・復

興等について、発災後の様々なリスクを想定した平時（発災前）の備えの計画である

とともに、まちづくりの視点も含めた平時でも活用できるハードとソフト両面に配

慮した包括的な計画でもあります。 

(2) ほかの分野別・個別計画との関係性 

本計画は、国土強靭化の関連する部分において、分野別・個別計画の指針となるも

のです。 

 

【国土強靭化地域計画の位置付け】 
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３ 計画の推進 

(1) 計画の期間 

本計画の推進期間は、施策の進捗及び基本法の変更、社会情勢の変化等を考慮し、

令和８年度から令和 12 年度までの 5 年間とします。 

なお、施策の進捗状況等により、必要に応じて柔軟に見直しを行うものとします

が、軽微な変更等については、毎年度の進捗状況の確認に合わせて対応します。  

(2) 策定プロセス 

本計画は、次のプロセスにより計画を策定し、計画の見直しにおいては、各 STEP

の項目について見直しを行います。 

 

ＳＴＥＰ１ 地域を強靱化する上での目標の明確化 

↓ 

ＳＴＥＰ２ リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）及び施策分野の設

定 

↓ 

ＳＴＥＰ３ 脆弱性の分析・評価 

↓ 

ＳＴＥＰ４ 施策の推進方針の検討 

↓ 

ＳＴＥＰ５ 施策の重点化・優先順位付け 

 

 

【計画見直しのポイント】 

◆ポイント１ 国基本計画、県計画との調和 

・国基本計画、県計画との調和を図り、目標及びリスクシナリオについて修正  

◆ポイント２ 近年の災害教訓を反映 

・前計画策定後、全国で発生した大規模災害の教訓等を踏まえ、脆弱性の評価や

施策の推進方針について修正 

◆ポイント３ 北茨城市総合計画（後期基本計画）等の関連計画との整合 

・北茨城市総合計画（後期基本計画：令和７年度から令和 11 年度）や関連計画

等と整合を図り、市の社会的特性や施策の推進方針について修正 
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(3) 計画の推進管理と見直し 

国土強靭化の取組を効率的かつ効果的に進めるためには、施策の優先度を考慮し

ながら重点的に進める必要があります。そのため本計画に位置付ける個別の施策の

推進は、基本目標を踏まえ、関連付けられる計画に基づいて優先度を考慮して進めま

す。 

また、北茨城市総合計画及び関連付けられる個別の計画においては、個別の計画に

て進捗管理、評価等（PDCA）を行い、国土強靭化に関連する施策を見直す際には、

本計画との整合性について留意するものとします。 

見直しに当たっては、下図の PDCA のマネジメントサイクルにより計画の進捗管

理を行い、個別の施策の進捗やその効果を検証するとともに、住民の意向を把握しな

がら、社会情勢に応じた持続可能なまちづくりとなる計画の推進を目指します。  
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第２節 国土強靭化に向けた基本目標 

１ 基本目標 

本計画の基本目標は、国基本計画及び県計画との調和を図り、「強さ」と「しなやか

さ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会の構築に向けた「国土強靱化」を推進

し、大規模自然災害等から住民の生命・財産・暮らしを守るため、次の 4 つの基本目

標を設定します。 

 

(1) 市民の生命の保護を最大限図ること。 

(2) 本市及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けないよう維持すること。 

(3) 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化を図ること。 

(4) 本市の迅速な復旧・復興を行うこと。 

 

２ 事前に備えるべき目標 

本市の国土強靭化に向けた基本目標を実現するため、国基本計画や県計画との調和

を図るとともに、起こりうる事態から住民の生命・財産・暮らしを守るため、次の６つ

の事前に備えるべき目標を設定します。 

 

(1) あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ。 

(2) 救助、救急及び医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康及び避難生

活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ。 

(3) 必要不可欠な行政機能は確保する。 

(4) 経済活動を機能不全に陥らせない。 

(5) 情報通信サービス、電力等、ライフライン及び燃料供給関連施設、交通ネット

ワーク等の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる。  

(6) 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する。  
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３ 基本方針 

次の３つの基本方針に基づき、本市における国土強靱化を推進します。  

(1) 総合的な施策の推進 

① 防災・減災に加えて経済成長や環境保全など、様々なリスクに応じた長期的かつ

複合的な施策を推進します。 

② 国や県及び他市町村との広域的な相互連携と情報共有及び役割分担の下、地域の

防災・減災に取り組みます。 

③ ハード対策とソフト対策を総合的かつ適切に組み合わせることにより、効果的に

施策を推進します。 

(2) 効率的な施策の推進 

① 既存の社会資本を有効活用するとともに、国や県の施策の活用等により、費用の

縮減を図り、財源において効率的に施策を推進します。 

② 災害時における防災及び減災等の効果はもとより、平時にも有効活用される施策

を推進します。 

③ 効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティ

ング技術、ＳＮＳの活用等、災害対応業務のDXを推進する。 

(3) 地域の特性に応じた施策の推進 

① 人口減少・少子高齢化、産業構造、交通事情等、地域の特性及び課題に応じた施

策を推進します。 

② 自助・共助・公助の連携による地域防災力の強化を図るため、地域コミュニティ

の機能向上に向けた環境づくりを推進します。 

③ 自然と共生する社会を形成し、自然と調和した持続可能な施策を推進します。  

 

４ 想定するリスク 

国基本計画や県計画と同様に大規模災害全般をリスクとして踏まえ、災害履歴から、

市に甚大な被害をもたらすことが考えられる次の４つの自然災害を具体的なリスクと

して想定します。 

また、単独災害に限らず、東日本大震災のように地震後に津波が発生するなど、被害

が甚大化する複合災害によるリスクも想定する必要があります。 

 

【想定するリスク】 

 

 
地 震 津 波 風 水 害 土砂災害 
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５ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への貢献 

国土強靭化の理念である『「防災」の範囲を超えて、まちづくり政策・産業政策も含

めた総合的な対応を、地域づくりとして長期的な視点に立ち実施すること』と 2015

年９月の国連サミットで採択されたＳＤＧｓが目指す持続可能な環境並びに社会の構

築に向けた 17 の目標のうち、ゴール 11 に掲げる「災害による死者数、被害者数及

び直接的経済損失の消滅」、「総合的な災害リスク管理の策定及び実施」、「住み続け

られるまちづくり」及び「包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実

現」とは親和性が高いことから、本計画においてもＳＤＧｓの目標を踏まえ、取組を推

進します。 

 

 

【ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals） とは】 

2015 年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」に記載された国際目標で、2030 年を期限として 17 の目標と 169 のターゲッ

トにより構成されています。 

地方自治体においても、関係する様々な主体との連携強化等により、ＳＤＧｓの達

成に向けた取組を促進することが求められています。 
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第２章 北茨城市の概況 

第１節 自然特性 

１ 位置と地勢 

本市は、茨城県の北東端にあり、市役所は東経 140 度 45 分、北緯 36 度 48 分に

位置しています。県庁所在地の水戸市までは約 50 ㎞、東京までは約 180 ㎞の距離に

あり、北を福島県いわき市、西を福島県東白川郡塙町、南を高萩市と接し、東は太平洋

に面しています。 

本市は、東西に約 24 ㎞、南北に約 22 ㎞、その総面積は 186.79㎢と広大な市域

を有しており、地目別の面積割合は宅地が約 6.5％に対し、農地が約 9％、山林が約

70％を占め、阿武隈高地南端に位置する多賀山地が海岸まで迫り、平地が少ないのが

特徴です。太平洋と接する海岸線は、長い砂浜と防風林の美しい景観が形成され、多賀

山地には、和尚山、花園山、鷹巣山、高帽山などが連なり、山地が太平洋に落ち込む斜

面には丘陵性の洪積台地と沖積台地が続く自然が多く残された地域です。  

気候は、夏は高温多湿で、

冬には北西風が強い太平洋

岸式気候に属しており、年間

の降水量の平年値（2015年

～2024 年）は、1418.0ｍ

ｍ、特に秋雨や台風の時季の

降水量が多く、月別では９月

が 231.3ｍｍ（2015 年～

2024年平年値）と最も多く

なっています。また、気温は、

平年値（2015 年～2024

年）で 13.9℃、海岸地域で

約 13℃、山間地域では高度

が高くなるにしたがい、約

12℃から 10℃と低下して

いきます。 

【北茨城市の位置】 
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２ 地形・地質 

市の西部に連なる阿武隈山地から東側の太平洋に向かって傾斜し、二級河川の里根

川、江戸上川、花園川、大北川及び塩田川が東西に流れており、流域には肥沃な平坦地

が広がっています。 

海岸線の多くは砂浜ですが、北部は海に半島状に山が突き出し五浦海岸等を形成し

ており、南部の塩田川河口付近には磯が形成されています。 

地震の揺れが増幅されやすい沖積層は、里根川、花園川及び大北川を中心とする河

川沿いと海岸部に広く分布しています。 

また、活断層研究会によると、本市北側には活断層と推定される「湯ノ岳断層、井戸

沢断層（確実度Ⅱ）」があり、南側には活断層の疑いがある「関口－黒磯断層、関口米

平断層（確実度Ⅲ）」が存在します。断層の長さは、いずれも約 10km 以下であり、

長さ 10km の断層が引き起こす地震の規模は、マグニチュード 7.0 程度と推定されま

す。 

 

【北茨城市周辺の活断層】 

 
 

 

 

＊確実度は､ 

Ⅰ：活断層であることが確実。  

Ⅱ：活断層であると推定される。  

Ⅲ：活断層の疑いがある。  

（活断層研究会「新編日本の活断層」より）  

 

 

 

 

番 号 断層名 
確実

度 
長 さ 

７ 湯ノ岳断層 Ⅱ 6km 

８ 井戸沢断層 Ⅱ 10km 

９ 関口－黒磯 Ⅲ 10km 

10 関口米平 Ⅲ 10km 
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第２節 社会的特性 

１ 市の沿革 

本市は、明治 21 年に町村制の公布により 35 箇所がそれぞれまとまって南中郷村、

北中郷村、華川村、関南村、関本村、大津町及び平潟町の 2 町５村となって近代自治

制度の基盤が確立され、また、大正 14 年には北中郷村が町制をしき、磯原町と改称

しました。 

さらに、昭和 28 年に町村合併促進法が公布され、合併の機運が高まると、昭和 30

年には磯原町と華川村が合併して磯原町となり、その後、昭和 31 年３月 31 日に、

南中郷村、磯原町、関南村、大津町、平潟町及び関本村の６町村が合併し、市制が施行

され、県下 15 番目の市として「北茨城市」が誕生しました。 

古くは、農林業や漁業を中心とした産業も、江戸時代後期に石炭が発見されたこと

により、明治時代には石炭産業が大規模な発展を遂げ、当市産業の中核的役割を果た

していましたが、産業の衰退に伴い、昭和 30 年代から炭鉱の閉山が相次ぎ、昭和 46

年に全ての炭鉱が閉山され、深刻な過疎化に見舞われました。 

しかし、昭和 40 年から始まった磯原町、中郷町、関本町などの工業団地開発が進

展を遂げ、さらに、企業誘致や地場産業の育成、観光開発など多方面にわたる成果から

人口が増加し、平成 6 年には 52,000 人台半ばまでに回復しました。その後の人口

は、ほぼ安定して推移していましたが、少子高齢化の結果、平成 10 年から人口は減

少に転じ、平成 17 年には 50,000 人を下回りました。また、平成 23 年 3 月に発生

した東日本大震災等による被害の影響により、平成 25 年 5 月には 45,000 人を割

り、少子高齢化と重なり、今も人口減少が続いています。 
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２ 人口・世帯数 

令和７年 10 月１日現在、市内の総人口は 38,462 人、総世帯数は 17,071 世帯と

なっています。人口動態は平成 10 年以降減少に転じており、特に平成 23 年の東日

本大震災の年は社会動態減が顕著でした。また、世帯数はほぼ横ばいで推移している

ことから、小規模世帯の割合が上昇し、世帯人員が減少する傾向にあり、令和 7 年 10

月１日現在の平均世帯人員は 2.25 人となっています。 

(1) 年齢階層別人口 

令和２年の国勢調査をみると、65 歳以上の人口割合は全国平均（28.7%）より

も 5.8 ポイント高く、高齢化が進んでいるとみられます。 

 

【年齢階層別人口数（令和２年国勢調査）】 

年齢階層 人 口 

0～14 歳 4,368 人［10.5%］ 

15～64 歳 22,846 人［55.0%］ 

65 歳以上 14,335 人［34.5%］ 

 

(2) 昼間人口 

令和２年の国勢調査による昼間人口は 39,633 人で、昼夜間人口比率は 94.8％

となっています。これは、通勤・通学等による他市町村への流出と考えられ、昼間に

おいては、高齢者の割合が高いことが伺えます。 

 

【昼間流入・流出人口（令和２年国勢調査）】 

種 別 人 口 

夜間人口 ① 41,801 人 

流入人口 ② 5,583 人 

流出人口 ③ 7,751 人 

昼間人口 ④＝①＋②－③ 39,633 人 

昼夜間人口比 ④／① 94.8％ 
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３ 産業 

本市の産業は第１次産業である農林水産業等、第２次産業である製造業・建設業等、

第３次産業である小売業・サービス業等で構成されています。 

農業については、総農家数・農業産出額・経営耕地面積のいずれも減少傾向が続いて

います。 

水産業については、漁獲高及び漁獲金額が水産資源の変動、気象状況等による各魚

種の生産状況、国内外の需要の動向等、複数の要因の影響を受け、年度ごとに大きく変

動しています。 

製造業については、平成11年以降、工場の従業者数はおおむね6,500人から7,500

人程度で推移していますが、事業所数は平成 11 年の 325 社から令和４年には 118

社へと約３分の１に減少しています。一方で、製造品出荷額は若干の増減はあるもの

の、全体としては増加傾向にあります。この背景には、生産性の高い工場への集約が進

んでいることがあり、これらの工場は主に工業団地に立地しています。  

小売業については、令和３年の従業者数は 2,315 人で、平成 26 年の 1,727 人と

比べて約 1.4 倍（588 人増）となっています。また、令和３年の小売業の売場面積は

56,794 ㎡で、平成 26 年と比べて約 1.2 倍（10,103 ㎡増）となっています。 

商業用地については、磯原駅及び大津港駅周辺よりも、磯原市街地と中郷ニュータ

ウンをつなぐ市道 0113 号線（高萩・磯原線）の沿道、関南地区の国道６号線の沿道

の準工業地域等に多く集積している傾向が見られます。近年では、上桜井地区におい

て、小規模な商業用地の増加もみられます。 

観光については、観光客動態調査によると、令和６年の本市の入り込み観光客数は、

約 138 万人となっています。平成 18 年には約 162 万人でしたが、平成 23 年の東

日本大震災により、約半数の約 51 万人まで落ち込みました。その後は回復傾向にあ

りましたが、令和２年には、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅に減少しま

した。 
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【産業分類別就業者数（令和２年国勢調査）】 

産業分類 就業者数（15 歳以上） 

第 1 次産業 703 人[ 3.5%] 

第 2 次産業 8,222 人[ 41.5%] 

第 3 次産業 10,217 人[ 51.5%] 

                  就業者数 19,821 人 

(注)就業者人口は分類不能産業も含まれるため、合計が一致しない場合があります。 

 

４ 上下水道普及率 

令和７年 4 月 1 日現在の上水道（簡易水道含む。）普及率は 95.7％（給水人口

37,548 人）です。その他工業用水道を２地区に給水しています。 

また、令和７年 3 月 31 日現在の下水道普及率は 13.0％（5,172 人）で、そのう

ち水洗化されている割合は 72.9％（3,772 人）です。下水道が普及していない地区

では、くみ取り及び浄化槽が利用されています。 

災害時は、浸水、停電、給水管・下水管の破断等による機能不全が想定されます。東

日本大震災では、市内全域の上水道の復旧完了に約 3 週間を要しました。 

 

５ 交通 

本市の主要な交通幹線は、本市を縦断するＪＲ常磐線、国道 6 号及び常磐自動車道

があり、日立市、高萩市、いわき市等の近隣市町村並びに首都圏及び東北地方と結ばれ

ており、また、これに沿って県道や市道が整備されております。 

市内には JR 常磐線南中郷駅、磯原駅及び大津港駅の３駅が設置されており、住民の

通勤・通学や市を訪れる観光客の拠点としての役割を担っています。 

また、本市では、駅、公共施設等を起点に市内の病院・住宅地・商業地等を結ぶ市内

巡回バスが 7 路線運行しています。その他、北茨城インターチェンジから高速バスが

東京方面に運行していますが、災害等で特急列車、高速バス等が市内に長時間ストッ

プした場合は、時間帯によっては多数の旅客が市内に滞留する可能性があります。  
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第３節 災害履歴 

１ 地震・津波 

(1) 主な被害 

本市における地震・津波被害は、昭和 35 年のチリ地震津波による平潟港の被害

のほか、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災において、死者 5 名、関連死 5 名、

行方不明者 1 名、建物被害 8,791 棟の被害を受けました。 

 

【北茨城市付近の主な地震・津波被害一覧】 

発生年月日、震源 北茨城市付近の主な被害状況 

1677(延宝 5)年 11 月 4 日 

房総沖、M8.0 

磐城から房総にかけて津波が来襲 

小名浜、神白及び永崎で溺死 80 人余 

1938(昭和 13)年 5 月 23 日 

茨城県沖、M7.3 

小名浜で 83cm の津波観測 

磯原で土蔵の倒壊 

1938(昭和 13)年 11 月 15 日 

福島県沖、M7.5 

県北沿岸部に小被害が発生 

小名浜で 107cm の津波観測 

1960(昭和 35)年 5 月 23 日 

チリ地震津波 
平潟港で約 5m の津波を観測、漁船 3 隻が大破 

2002(平成 14)年 2 月 12 日 

茨城県沖、M5.7 

桂村、金砂郷村で震度 5 弱を観測、ひたちなか市で負

傷者 1 名、高萩市などで建物被害 

2011(平成 23)年 3 月 11 日 

三陸沖、M9.0 

最大震度 6 弱、平潟港で最大 6.7m の津波を観測、浸

水範囲は約 3.0 ㎞ 2、死者 10 名、行方不明 1 名、本

震後に震度 6 弱以下の余震が多数発生 

2012(平成 24)年 10 月 17 日

茨城県北部、M4.4 

最大震度 4、東日本大震災後に活発化した地殻内の地

震活動域の南側で発生 

2013(平成 25)年 12 月 31 日 

茨城県北部、M5.4 

最大震度 5 弱、東日本大震災後に活発化した地殻内の

地震活動域の南側で発生 

2016(平成 28)年 12 月 28 日 

茨城県北部、M6.3 

最大震度 4、東北地方太平洋沖地震の余震域で発生、

軽傷者 1 名 

2021(令和 3)年 2 月 13 日 

福島県沖、M7.3 

福島県浜通り震度 6 弱、茨城県北部震度 5 弱、北茨城

市は震度 4（4.4）、崖崩れ１件 

M：マグニチュード 
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(2) 地震活動 

磯原震度観測点の 2005 年から 2025 年の 20 年間の観測記録をみると、震度 5

弱以上の地震は 5 回記録されています。また、1 年当たりの平均発生回数をみると、

震度 4 は 1.7 回、震度 3 は 8.1 回程度と記録されています。 

 

【磯原震度観測点の観測記録（2005 年 10 月～2025 年 10 月、気象庁資料）】 

震度階 １ ２ ３ ４ ５弱以上 合 計 

総発生回数 1,456  596 161  33  5 2,251  

年平均発生回数 72.8  29.8  8.1  1.7  0.3  112.6  

 

２ 風水害 

(1) 風水害 

本市における風水害は、主に次の地区にて河川等の氾濫による住宅への浸水や道

路通行障害などが発生しており、河川改修や都市下水路の整備など水害対策を推進

しています。 

近年では、平成 27 年 9 月の関東・東北豪雨で県内に大雨特別警報が発表され、

また、令和元年 10 月 12 日の台風 19 号では非常に激しい雨が降り、総雨量は

455.5ｍｍ（観測史上２位）、大北川では最高水位 5.58ｍ（観測史上１位）が観測

され、市内全域に避難指示の発令に至るなど、風水害の大型化が危惧されます。  

【水害による災害発生箇所】 

 主な災害発生箇所  

宅  地  

浸  水  

○大北川流域の磯原町本町地区  

○花園川流域の磯原町磯原（磯原駅付近）及び磯原町豊田桶仕内地区  

○磯原町大塚（日立いわき線蛭田橋地区付近）  

○相田川流域の磯原町木皿（ときわ団地地区）  

○下野川流域の磯原町木皿（天下橋地区）  

○里根川流域の大津町（玄番ヶ原地区）  

○江戸上川流域の関南町神岡下及び関南町仁井田地区  

○塩田川流域の中郷町粟野（グリーンパーク粟野地区）  

道  路  

冠  水  

○国道 6 号  磯原町本町（旧磯原地区交番付近）  

○国道 6 号  磯原町磯原（八木沢踏切～野口雨情生家付近）  

○県道日立いわき線（10 号）華川町下相田（下相田集落センター付近）  

○市道下桜井石岡線  0112 号（旧消防署付近）  

○市道豊田足洗線  0111 号（境橋付近）  

○市道 1742 号線（中郷工業団地入口付近）  

○県道里見南中郷停車線（299 号）（中郷工業団地入口付近）  
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【北茨城市付近の主な風水害被害一覧】 

発生年月日 北茨城市付近の主な被害状況 

1979(昭和 54)年 9 月 19 日 

台風 11 号 

総雨量 270ｍｍ、大北川最高水位 4.36ｍ 

死者１名、負傷者１名 

床上浸水 703 戸、床下浸水 717 戸 

全壊 3 戸、半壊 7 戸 

1986(昭和 61)年 8 月 5 日 

台風 10 号 

総雨量 460ｍｍ、大北川最高水位 4.89ｍ 

床上浸水 578 戸、床下浸水 1,157 戸、半壊 1 戸 

1989(平成元)年 8 月 6 日 

台風 13 号 

総雨量 322ｍｍ、大北川最高水位 4.08ｍ 

床上浸水 36 戸、床下浸水 99 戸 

全壊 2 戸、半壊 1 戸 

1993(平成 5)年 11 月 3 日～ 

4 日、集中豪雨 

総雨量 413ｍｍ、大北川最高水位 3.72ｍ 

死者２名、床上浸水 44 戸、床下浸水 186 戸 

全壊 2 戸、半壊 2 戸 

1996(平成 8)年 9 月 22 日 

台風 17 号 

総雨量 242ｍｍ、大北川最高水位 3.45ｍ 

死者１名、床上浸水 1 戸、床下浸水 3 戸 

2006(平成 18)年 6 月 16 日～

17 日、集中豪雨 

総雨量 181ｍｍ、大北川最高水位 2.57ｍ 

床上浸水 2 戸、床下浸水 18 戸 

2009(平成 21)年 8 月 10 日 

台風 9 号 

総雨量 252ｍｍ、大北川最高水位 2.76ｍ 

床下浸水 5 戸 

2015(平成 27)年 9 月 10 日 

大雨特別警報（関東・東北豪雨） 

茨城県内（主に県西部）で死者 16 名 

床上・床下浸水 4,110 戸 

北茨城市での被害は特になし 

2019(令和元)年 10 月 12 日 

台風 19 号 

総雨量 455.5ｍｍ、大北川最高水位 5.58ｍ 

床上浸水 6 戸、床下浸水 27 戸 

2023(令和５)年９月８日 

台風 13 号に伴う線状降水帯 

総雨量 232.5ｍｍ（北茨城） 

大北川最高水位 5.21ｍ（磯原） 

死者１名、床上浸水 359 戸、床下浸水 334 戸 

 

(2) 高潮等 

過去に、大津町（仲町地区）で海岸に接した住宅が高潮で被害を受けましたが、現

在は防潮堤が整備されています。 

また、平成 25 年 10 月の台風 16 号の影響による高潮により、磯原町付近（旧磯

原地区）の家屋に床上浸水 1 棟、床下浸水 8 棟の被害が生じ、付近の国道 6 号が封

鎖されましたが、現在は防潮堤が整備されています。 
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第４節 被害想定 

１ 地震被害想定 

(1) 本県に被害をもたらす可能性のある地震 

首都圏での直下型の地震（マグニチュード 7 級）の発生については、大陸プレー

トやフィリピン海プレート及び太平洋プレートが互いに接し、複雑な応力集中が生

じていることなどから、ある程度の切迫性を有していることが明らかにされており、

茨城県に影響を及ぼす地震としては、次の表の①茨城県南部の地震や②茨城・埼玉県

境の地震（いずれもマグニチュード 7.3）が中央防災会議により想定されています。 

茨城県沖を含む三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間地震（津波地震）に

ついては、茨城県及び福島県沖の海溝寄り部分で複数の領域を震源域とした地震の

可能性があるとされており、発生した場合はマグニチュード 8.6～9.0 程度と地震

調査研究推進本部により推定されています。 

県では、これらの地震のほか、原子力規制委員会による③④茨城県北部の活断層に

よる地震や文部科学省地震調査委員会による⑤⑥太平洋プレート内の地震、茨城県

地震被害想定調査による⑦茨城県沖から房総半島沖にかけての地震を加えた次の７

つの地震を想定した被害予測を平成 30 年度に実施しました。その他、南海トラフ

の巨大地震(マグニチュード 9.0)が発生した場合、概ね県南部で震度 5 弱、本市を含

むそのほかの地域は震度4以下、本市沿岸の津波高は3m未満と予測されています。 

 

【茨城県地震被害想定調査における７つの想定地震】 

No. 地震名 
予測 
震度 

地震 
規模 

想定の観点 
参考 
モデル 

① 茨城県南部の地震 5 弱 
Mw7

.3 首都直のM7クラスの
茨城県南部地域に影響
のある地震の被害 

内閣府 
(中央防災会議) 
(平成 25 年) ② 茨城・埼玉県境の地震 4 

Mw7
.3 

③ 
Ｆ１断層､北方陸域の断層､塩ノ
平地震断層の連動による地震 

7 
Mw7

.1 茨城県北部の活断層に
よる地震の被害 

原子力規制委員
会審査会合資料 

(平成 29 年) ④ 
棚倉破砕帯東縁断層､同西縁断層
の連動による地震 

5 強 
Mw7

.0 

⑤ 太平洋プレート内の地震（北部） 6 弱 
Mw7

.5 プレート内で発生する
地震の被害 

文科省地震本部 
地震調査委員会 

(平成 29 年) ⑥ 太平洋プレート内の地震（南部） 5 弱 
Mw7

.5 

⑦ 
茨城県沖から房総半島沖にかけ
ての地震 

6 弱 
Mw8

.4 
津波による被害 

茨城県 
(平成 24 年) 
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(2) 東日本大震災における被害規模 

東日本大震災における被害規模は次のとおりです。 

 

【北茨城市の東日本大震災における被害規模】 

死 者 5 人 

住
家
被
害 

全 壊 188 棟  

行方不明 1 人 大規模半壊 272 棟 

関連死 5 人 半 壊 1,064 棟 

負傷者 188 人 一部損壊 4,720 棟 

 うち重傷 1 人 床下浸水 119 棟 

 うち軽傷 187 人 非住家被害 2,427 棟 

避難所生活者数 5,000 人超  火  災 1 件 

(注) 避難所生活者は「東日本大震災 北茨城市震災記録集」、その他は「平成 23 年

(2011 年)東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について（第 161 報）消防庁災害

対策本部」による。 

 

(3) 大地震を想定した北茨城市域の被害規模 

茨城県地震被害想定調査（平成 30 年 11 月）によると、本市に大きな被害をもた

らす想定地震は「Ｆ１断層、北方陸域の断層、塩ノ平地震断層の連動による地震（以

下「Ｆ１断層などの連動地震」という。）」及び「茨城県沖から房総半島沖にかけて

の地震（以下「茨城県沖～房総半島沖の地震」という。）」です。  

「Ｆ１断層などの連動地震」による被害は、地震の揺れとそれに伴う火災によるも

のが多く、市内の最大震度は７と予測されています。また、「茨城県沖～房総半島沖

の地震」の最大震度は 6 弱と予測されており、地震だけではなく津波による被害も

想定されています。 

この二つの想定地震による県内の予測震度の分布及び市内の予測被害量は、次の

とおりです。 
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【想定地震の予測震度分布図】 

（左：Ｆ１断層などの連動地震、右：茨城県沖～房総半島沖の地震） 

 

※ 左の図において外側の四角は想定断層面、内側の四角は強震動の生成域、★は破壊開始点を示

す。 

【想定地震による被害の概要】 

項 目 
Ｆ１断層などの 

連動地震 

茨城県沖～ 

房総半島沖の地震 

建物被害 

（冬の 18

時） 

全壊・焼失 2,263 棟 1,426 棟 

半  壊 
4,045 棟 1,757 棟 

人的被害 

（冬の深夜） 

死  者 105 人 12 人 

負 傷 者 741 人 19 人 

うち重傷者 117 人 4 人 

ライフライン 

被  害 

（地震直後） 

電  力（停 電 率）※１ 97％ 83％ 

上 水 道（断 水 率）※２ 99％ 85％ 

下 水 道（機能支障率）※３ 97％ 100％ 

固定電話（不通回線率）※４ 97％ 84％ 

避 難 者 

(冬の 18 時) 

当  日 6,826 人 8,428 人 

１週間後 10,380 人 3,763 人 

１箇月後 9,216 人 4,869 人 

災害廃棄物 
災害廃棄物 330,777 ﾄﾝ 185,504 ﾄﾝ 

津波堆積物 -  154,318 ﾄﾝ 

※1 停電率とは、電灯軒数に対する停電軒数の割合を指す。  

※2 断水率とは、給水人口に対する断水人口の割合を指す。  

※3 機能支障率とは、下水道の処理人口に対する機能支障人口の割合を指す。  

※4 不通回線率とは、固定電話の回線数に対する不通回線数の割合を指す。  
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２ 津波浸水想定 

県では、津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年法律第 123 号)第 8 条第 1

項に基づき、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大ク

ラスの津波を想定した浸水予測を実施し、平成 24 年 8 月に公表しています。 

また、令和 2 年 4 月に公表された「日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの津波

による浸水想定」においては、本市での最大沿岸津波高が 6.5ｍと想定され、平成

23 年の東北地方太平洋沖地震津波（最大浸水高 6.7ｍ）と同規模の津波の浸水想定

となっております。 

本市では、東北地方太平洋沖地震津波の再来と「茨城県沖～房総半島沖の地震」の

二つの津波の予測結果を重ね合わせて最大となる浸水域と浸水深（最大遡上高 16.0

ｍ）を想定しています。 

 



 

 

21 

【北茨城市における津波浸水想定図】 

〔大津港周辺〕              〔磯原周辺〕

出典：茨城県津波浸水想定図 市町村別図 

茨城沿岸津波対策検討委員会検討結果 

（平成 24 年 8 月） 
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【平成 23 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波による浸水実績図（１）】 

 

出典：茨城県津波浸水実績図（平成 23 年 9 月作成） 
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【平成 23 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波による浸水実績図（２）】 

 

出典：茨城県津波浸水実績図（平成 23 年 9 月作成） 
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３ 雨水出水浸水想定 

本市では、水防法第 14 条の 2 第 2 項の規定により、大北川左岸第三･第四排水

区を雨水出水浸水想定区域として指定おります。 

雨水出水浸水想定区域とは、水防法第 14 条の 2 に規定される、想定最大規模降

雨(153mm/h)により公共下水道等の排水施設の排水能力を上回り雨水を排除でき

なくなった場合又は放流先の河川の水位上昇等に伴い公共下水道等の排水施設から

河川等に雨水を排除できなくなった場合に浸水が想定される区域です。 
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【北茨城市における雨水出水浸水想定区域図】 
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４ 気象災害 

本市において発生する主な気象災害は、台風などによる洪水・暴風・竜巻・高潮など

の風水害のほか、崖崩れ・土石流・地すべり等の土砂災害があります。  

(1) 水害 

県が管理する河川で、県知事が水防警報を行う大北川と花園川については、水防法

に基づく水位周知河川に指定されており、浸水想定区域が指定されています。  

大北川と花園川の浸水想定区域は、想定最大規模（千年に１度を想定）の大雨（大

北川及び花園川の流域に 2 日間雨量で 805mm、ピーク時は 1 時間に 109mm）

による外水氾濫の想定で、大北川及び花園川沿いの低地において、最大 10m 以下の

浸水が予想されています。また、近年は、ゲリラ豪雨等の短時間降雨による被害も想

定され、浸水被害の対策が重要となっています。 

(2) 暴風 

台風などによる暴風及び高波は数値予報の改善により、比較的高精度な予報と

なっていますが、市街地に限らず、海岸部における高波への備え及び農地等において

も暴風対策を講じることが重要です。特に海岸部においては、気圧及び満潮等の気象

条件が重なることにより、高潮の発生も予想されます。 

(3) 竜巻・落雷 

竜巻及び落雷は主に発達した積乱雲が引き起こす現象であり、数値等から積乱雲

が発生しやすい状況の予測は可能ですが、発生時刻や場所を特定することは予測困

難であることから、被害を最小限に抑えるため、平時から自分の身を自分で守る正し

い知識や行動の習熟が必要です。 

(4) 土砂災害 

本市には、山地災害危険地区として、山腹崩壊危険地区が 17、崩壊土砂流出危険

地区が 43、地すべり危険地区が 4 指定されています。また、土砂災害防止法に基づ

く土砂災害警戒区域が指定されています。 

これらの区域については、大雨等による土砂災害が予想されることから、危険区域

の解消に努めるとともに、住民等への周知など災害予防策を講じることが必要です。 
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【土砂災害警戒区域等、山地災害危険地区の状況】 

種 類 区 分 指定数 

土砂災害警戒区域 191 

土砂災害特別警戒区域 177 

 

山地災害危険地区 

山腹崩壊危険地区 17 

崩壊土砂流出危険地区 43 

地すべり危険地区 4 

 

【土砂災害（特別）警戒区域の指定基準】 

 
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

急 

傾 

斜 

地 

崩 

壊 

○傾斜度が30度以上で高さが5m以上の

区域 

○急傾斜地の上端から水平距離が10m以

内の区域 

○急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2

倍（50mを超える場合は50m）以内の区

域 

○傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動等によ

り、建築物に作用する力の大きさが、通常

の建築物が土石等の移動に対して、住民の

生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれ

のある損壊を生ずることなく耐えることが

できる力の大きさを上回る区域 

土 

石 

流 

○土石流のおそれのある渓流において、 

扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域 

 

○土石流に伴う土石等の移動等により建築物

に作用する力の大きさが、通常の建築物が

土石等の移動に対して、住民の生命又は身

体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊

を生ずることなく耐えることができる力の

大きさを上回る区域 

地 

す

べ

り 

○地すべり区域(地すべりしている区域又

は地すべりするおそれのある区域） 

○地すべり区域下端から地すべり地塊の

長さに相当する距離（250mを超える場

合は、250m）の範囲内の区域 

○地すべり地塊のすべりに伴って生じた土石

等により、力が建築物に作用した時から30

分間が経過した時に建築物に作用する力の

大きさとし、地すべり区域の下端から最大

60m の範囲内の区域 
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【山地災害危険地区の定義】 

土砂災害等の種類 定 義 

山 腹 崩 壊 

危 険 地 区 

地形（傾斜・土層厚・渓床勾配等）や地質及び林況からみて山腹崩壊等に

より発生した土砂が土石流となって流出し、人家や公共施設等に被害を及

ぼすおそれのある箇所 

崩 壊 土 砂 流 出 

危 険 地 区 

地形（傾斜・土層厚等）や地質及び林況からみて山腹崩壊により人家や   

公共施設等に被害を及ぼすおそれのある箇所 

地 す べ り 

危 険 地 区 

地すべりが発生しているかあるいは地すべりが発生するおそれがあり、  

人家や公共施設等に被害を与えるおそれのある箇所 

※人家がない箇所でも今後新規の住宅立地が見込まれる箇所を含む。 
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第３章 脆弱性評価 

第１節 脆弱性評価の考え方 

１ 脆弱性評価を通じた施策検討の流れ 

大規模な自然災害等に対する脆弱性を分析・評価することは、国土強靱化に関する

施策を策定し、効果的かつ効率的に推進していく上で必要不可欠なプロセスであり、

国基本計画や県計画においても、脆弱性評価の結果を踏まえた施策の推進方策が示さ

れています。 

本市においては、国土強靱化に関する施策の推進に必要な事項を明らかにするため、

国や県が実施した評価手法や「国土強靱化地域計画策定ガイドライン」等を参考に、次

の枠組みにより脆弱性評価を実施しました。 

 

【脆弱性評価を通じた施策検討の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスクシナリオの設定 

「起きてはならない最悪の事態」の設定及び施策分野の設定  

脆弱性評価 

事態回避に向けた現行施策の対応力について分析・評価  

リスクへの対応方策の検討 

推進すべき施策の策定及び推進事業の設定 
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第２節 リスクシナリオの設定及び脆弱性の評価結果 

１ リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」の設定 

国基本計画で設定されている６つの「事前に備えるべき目標」と 35 の「起きては

ならない最悪の事態」及び県計画で設定されている６つの「事前に備えるべき目標」と

32 のリスクシナリオを基に、本市の地域特性等を踏まえ、６つの「事前に備えるべき

目標」から 29 のリスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」を設定します。 

 

【リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」】 

事前に備えるべき目標 リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」 

1 

あらゆる自然災害に

対し、直接死を最大限

防ぐ。 

1-1 大規模地震に伴う住宅、建物、不特定多数が集まる施設等の

複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

1-2 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死

傷者の発生 

1-3 広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生 

1-4 突発的又は広域的な洪水、高潮等に伴う長期的な市街地等の

浸水による多数の死傷者の発生（ため池の損壊によるもの及び

防災インフラの損壊、機能不全等による洪水、高潮等に対する

脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む。） 

1-5 大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂、洪水氾濫、天然ダムの決

壊等）による多数の死傷者の発生 

2 

救助、救急及び医療活

動が迅速に行われる

とともに、被災者等の

健康及び避難生活環

境を確実に確保する

ことにより、関連死を

最大限防ぐ。 

2-1 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助及び救急活動

等の絶対的不足 

2-2 医療施設、関係者の絶対的不足及び被災並びに支援ルートの

途絶及びエネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-3 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の

被災者の健康及び心理状態の悪化による死者の発生 

2-4 長期にわたる孤立集落、帰宅困難者の発生及び被災地での食

料、飲料水、燃料等の生命に関わる物資等の不足 

2-5 大規模な自然災害と感染症との同時発生 

3 
必要不可欠な行政機

能は確保する。 
3-1 市の職員、施設等の被災による機能の大幅な低下 
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事前に備えるべき目標 リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」 

4 
経済活動を機能不全に

陥らせない。 

4-1 サプライチェーンの寸断等による市内企業の生産力及び経営

執行力低下による社会活動の維持への甚大な影響 

4-2 有害物質等の大規模拡散・流出 

4-3 基幹的交通ネットワークの長期停止による物流及び人流への

甚大な影響 

4-4 金融サービス等の機能停止による住民生活及び商取引等への

甚大な影響 

4-5 食料等の安定供給の停滞に伴う住民生活及び社会経済活動へ

の甚大な影響 

4-6 異常渇水等による用水供給途絶に伴う生産活動への甚大な影

響 

4-7 農地及び森林並びに生態系等の被害に伴う荒廃及び多面的機

能の低下 

5 

情報通信サービス、電

力等、ライフライン及

び燃料供給関連施設、

交通ネットワーク等

の被害を最小限にと

どめるとともに、早期

に復旧させる。 

5-1 テレビ、ラジオ放送、インターネット等、通信インフラの障害

により、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報

の収集・伝達ができず避難行動や救助・支援が遅れる事態 

5-2 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の停止等によ

る情報通信機能の麻痺や長期停止 

5-3 都市ガス供給、石油、ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間

にわたる機能の停止 

5-4 上水道等の長期間にわたる供給停止 

5-5 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

5-6 鉄道、高速道路等の基幹的交通から地域交通網までの交通イ

ンフラの長期間にわたる機能停止による物流及び人流への甚大

な影響 

6 

社会・経済が迅速かつ

従前より強靱な姿で

復興できる条件を整

備する。 

6-1 より良い復興に向けた事前復興ビジョンの欠如、災害対応・

復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボラン

ティア、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の

不足等により復興できなくなる事態 

6-2 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に

遅れる事態 

6-3 事業用地の確保、仮設住宅、仮店舗、仮事業所等の整備が進ま

ず復興が大幅に遅れる事態 

6-4 貴重な文化財及び環境的資産の喪失並びに地域コミュニティ

の崩壊等による有形・無形の文化の衰退又は損失 

6-5 風評被害、信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業、倒産等

による県内経済等への甚大な影響 
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２ 施策分野の設定 

リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」を回避するために、本計画の施策分

野について、国基本計画や県計画の施策分野を参考に、次の 5 つの個別施策分野と 2

つの横断的分野を設定します。 

(1)個別施策分野 

①行政機能・情報通信・消防 

②住宅・都市・国土保全 

③健康・医療・福祉 

④産業・農林水産・環境 

⑤交通・物流 

(2)横断的分野 

⑥リスクコミュニケーション（住民との防災意識の共有）・人材育成 

⑦老朽化対策 
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３ 脆弱性の評価結果 

第１項で定めた 29 のリスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」ごとに、関

連する現行の施策の推進状況や課題等を整理し、事態の回避に向けた現行施策の対応

力について分析・評価を行いました。 
 

【脆弱性の評価結果】 

事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない   

      最悪の事態」 

脆弱性の評価結果 

1 

あらゆる自然

災害に対し、

直接死を最大

限防ぐ。 

1-1 大規模地震に伴う住

宅、建物、不特定多数

が集まる施設等の複

合的・大規模倒壊によ

る多数の死傷者の発

生 

①公共施設の耐震化率が 98.1%であるため、

100%を目指し耐震化を推進するととも

に、長寿命化に向けた維持修繕管理が必要 

②木造住宅の耐震化率が 88.1%であるため、

人的被害の軽減に向け、住宅、ブロック塀等

の耐震化の推進 

③耐震化に向け、住民への周知及び耐震化に

取り組むための動機付けが必要 

④適正に管理されていない空き家及び空き地

を把握し、適切な管理の指導等が必要 

⑤緊急輸送道路となっている道路沿道を中心

に、看板等の落下等による障害物の発生を

抑制する取組を進めていくことが必要 

⑥複合災害が発生した場合、被害の広域化や

長期化が懸念されるため、複合災害への応

急対策に関して必要な体制を構築すること

が必要 

1-2 地震に伴う密集市街

地等の大規模火災の

発生による多数の死

傷者の発生 

①火災を発生させないという前提のもと、発

生した際の初期消火の体制づくり等、消防

力の強化が必要 

②消防水利を整備するとともに、適切な維持

管理が必要 

③地域の消防活動を担う消防団の団員確保及

び消防資機材を拡充又は更新するととも

に、消防団適正配置計画に基づき、部の統合

を実施することが必要 

④住民一人一人の心がけを高め、火災の未然

防止を図ることが必要 

⑤住宅用火災警報器の設置率が 72%である

ため、設置に関する啓発が必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない   

      最悪の事態」 

脆弱性の評価結果 

1-3 広域にわたる大規模

津波による多数の死

傷者の発生 

①津波による被害を防ぐため、関係機関と連

携し、護岸嵩上や護岸改修等の対策工事が

必要 

②津波浸水想定区域において、緊急避難が可

能な避難場所の確保が必要 

③時代に適合した情報伝達手段の導入が必要 

④防災ハンドブックにより、避難場所、避難経

路を確認する等、津波への意識啓発が必要 

1-4 突発的又は広域的な

洪水、高潮等に伴う長

期的な市街地等の浸

水による多数の死傷

者の発生（ため池の損

壊によるもの及び防

災インフラの損壊、機

能不全等による洪水、

高潮等に対する脆弱

な防災能力の長期化

に伴うものを含む。） 

①水防体制の強化を図るとともに、関係機関

と連携し、河川改修及び維持管理が必要 

②雨水流出抑制機能の確保及び計画的な長寿

命化対策が必要 

③関係機関と連携し、流域全体で治水対策を

行う流域治水が必要 

④防災ハンドブック等を活用し、浸水想定区

域等の周知が必要 

⑤水源かん養のため、適切な間伐が必要 

⑥ため池の損壊及び機能不全による二次災害

を未然に防止するため、関係機関と連携し、

年１回以上の適切な点検、対策が必要 

⑦大雨に伴うダム放流により、河川の水位の

上昇が懸念されるため、下流域において洪

水災害が発生しないよう、県と連携を密に

した事前の体制が必要 

⑧避難情報の発令基準の周知及び洪水対応タ

イムライン（防災行動計画）を適宜更新して

いくことが必要 

⑨防災インフラの長期間にわたる機能不全を

防止するため、浸水対策や複合災害への対

応体制の強化等を推進していくことが必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない   

      最悪の事態」 

脆弱性の評価結果 

1-5 大規模な土砂災害（深

層崩壊、土砂、洪水氾

濫、天然ダムの決壊

等）による多数の死傷

者の発生 

①治山事業の積極的な導入が必要 

②平地林、里山林の整備を推進するなど、森林

の適正管理が必要 

③立地条件による擁壁及び土留め等の設置が

必要 

④災害の発生抑制に向けた施設整備及び防災

ハンドブック等を活用した危険箇所の周知

等が必要 

⑤災害による土地形状の変化が起こった際の

円滑な復旧・復興のため、地籍調査の推進が

必要 

⑥山地災害の防止のため、適切な間伐が必要 

2 

救助、救急及

び医療活動が

迅速に行われ

るとともに、

被災者等の健

康及び避難生

活環境を確実

に確保するこ

とにより、関

連死を最大限

防ぐ。 

2-1 自衛隊、警察、消防、

海保等の被災等によ

る救助及び救急活動

等の絶対的不足 

①警察、消防等が被災することを想定した対

策が必要 

②受援計画を策定し、応援及び受援対応の相

互連携の強化が必要 

③地域の救助、救急活動の担い手となる消防

団の育成支援が必要 

2-2 医療施設、関係者の絶

対的不足及び被災並

びに支援ルートの途

絶及びエネルギー供

給の途絶による医療

機能の麻痺 

①災害発生時の医療救護体制の強化及び資機

材の備蓄が必要 

②緊急時の資機材の搬送や被災者を病院へ移

送するへリコプターなどの手段・方法の整

備が必要 

③多職種（医療、介護、福祉等の関係機関）と

の連携体制の構築が必要 

④心肺蘇生やＡＥＤの使い方、けがの手当等、

住民が応急手当を習得するため、普通救命

講習会の実施が必要 

⑤医療施設等の災害時非常用電源設備の確保

及び燃料備蓄の充実により、災害時の活動

が可能な環境を整えておくことが必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない   

      最悪の事態」 

脆弱性の評価結果 

2-3 劣悪な避難生活環境、

不十分な健康管理が

もたらす、多数の被災

者の健康及び心理状

態の悪化による死者

の発生 

①適正な避難所及び福祉避難所の確保が必要 

②福祉避難所の設置及び管理運営に関する災

害協定を締結する等、災害時の要配慮者支

援の強化が必要 

③必要に応じて避難所運営マニュアルを更新

し、住民が主体となった避難所運営に向け

た取組が必要 

④避難生活の長期化に備えた対応が必要 

⑤避難所における被災者の健康支援の予防対

策が必要 

⑥必要に応じて、災害時保健活動マニュアル

を更新し、災害発生後の被災者の健康支援

に取組むことが必要 

⑦良好な避難生活環境を構築し、災害関連死

を防止することが必要 

2-4 長期にわたる孤立集

落、帰宅困難者の発生

及び被災地での食料、

飲料水、燃料等の生命

に関わる物資等の不

足 

①適切な役割分担のもと、食料、飲料水、燃料

等の確保が必要 

②計画的な物資の備蓄が必要 

③民間企業等との災害時応援協定の締結の拡

充により、流通備蓄の確保が必要 

④道路網の強化、災害発生時の道路啓開体制

の構築が必要 

⑤物資輸送拠点の選定及び民間事業者等と 

の災害時連携協定を締結する等、緊急輸送

体制の構築が必要 

⑥住民又は事業所が所有する井戸若しくは湧

水を災害用井戸、湧水として活用するため

の登録制度等の整備が必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない   

      最悪の事態」 

脆弱性の評価結果 

2-5 大規模な自然災害と

感染症との同時発生 

①避難所における被災者の感染症の予防対策

が必要 

②災害時の感染症の発生及びまん延を防止す

るため、平時から感染症対策が必要 

③感染症に対応した避難所運営訓練を実施す

る等、避難所における感染症の予防対策が

必要 

④関係機関と連携し、防疫活動の実施体制の

整備が必要 

⑤非接触型体温計、マスク、消毒液等の衛生用

品の備蓄を図ることが必要 

3 

必要不可欠な

行政機能は確

保する。 

3-1 市の職員、施設等の被

災による機能の大幅

な低下 

①行政機能が大幅に低下する事態を想定する

とともに、受援計画を策定し、応援及び受援

対応の相互連携の強化が必要 

②職員の参集及び災害対応体制を整備してお

くことが必要 

③必要に応じて、業務継続計画（BCP）を更

新し、業務の継続及び早期復旧を図ること

が必要 

④災害時相互応援協定を締結している市町村

からの支援受入体制の構築や受入場所の確

保が必要 

4 

経済活動を機

能不全に陥ら

せない。 

4-1 サプライチェーンの

寸断等による市内企

業の生産力及び経営

執行力低下による社

会活動の維持への甚

大な影響 

①事業者の事業継続計画（BCP）策定に対す

る意識を向上させるとともに、策定の支援

が必要 

②災害時のサプライチェーンの確保が必要 

③防火管理講習会や事業所立入検査を実施

し、事業所による防災対策の推進が必要 

4-2 有害物質等の大規模

拡散・流出 

①危険物施設等における火災は、甚大な被害

を及ぼす可能性があるため、平時からの安

全対策が必要 

②被災した危険物施設を早期に緊急点検する

体制づくりが必要 

③有害物質が流出した際の周知体制の強化が

必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない   

      最悪の事態」 

脆弱性の評価結果 

4-3  基幹的交通ネット

ワークの長期停止に

よる物流及び人流へ

の甚大な影響 

①道路網の強化や災害発生時の道路啓開体制 

の構築が必要 

②災害後、早期に公共交通ネットワークを復

旧し、住民の移動手段の確保が必要 

4-4 金融サービス等の機

能停止による住民生

活及び商取引等への

甚大な影響 

①金融機関の被災による地域生活及び経済活

動への影響は大きくなることから、金融機

関への災害時対応の強化を要請することが

必要 

4-5 食料等の安定供給の

停滞に伴う住民生活

及び社会経済活動へ

の甚大な影響 

①適切な役割分担のもと、食料、飲料水等の確

保が必要 

②計画的な物資の備蓄が必要 

③民間企業等との災害時応援協定の締結の拡

充による流通備蓄の確保が必要 

④非常給水演習を実施する等、応急給水の体

制強化が必要 

4-6 異常渇水等による用

水供給途絶に伴う生

産活動への甚大な影

響 

①関係機関と連携し、ダム、ため池等の水資源

関連施設の整備や適切な運用を図るととも

に、機能強化を促進していくことが必要 

4-7 農地及び森林並びに

生態系等の被害に伴

う荒廃及び多面的機

能の低下 

①治山事業の積極的な導入が必要 

②農業用水を安定確保するとともに、農地の

条件整備が必要 

③認定農業者数、農業生産条件の不利な地域

での営農の組織数を増やす等、農作物の安

定生産のために、担い手の育成及び確保並

びに農業経営の活性化が必要 

④関係機関と連携し鳥獣被害防止対策が必要 

⑤山地災害の防止のため、適切な間伐が必要 

⑥災害による土地形状の変化が起こった際の

円滑な復旧・復興のため、地籍調査の推進が

必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない   

      最悪の事態」 

脆弱性の評価結果 

5 

情報通信サー

ビス、電力等、

ライフライン

及び燃料供給

関連施設、交

通ネットワー

ク等の被害を

最小限にとど

め る と と も

に、早期に復

旧させる。 

5-1 テレビ、ラジオ放送、

インターネット等、通

信インフラの障害に

より、災害時に活用す

る情報サービスが機

能停止し、情報の収

集・伝達ができず避難

行動や救助・支援が遅

れる事態 

①気象情報、避難指示等の情報について、多様

な情報伝達手段を活用した迅速な伝達・周

知が必要 

②適切な時期に適切な避難情報を発令するた

め、「避難情報の判断・伝達マニュアル」の

更新が必要 

③災害に関する出前講座等の実施により、住

民一人一人が避難行動をとることができる

判断力を高めていくことが必要 

④避難に時間を要する人も迅速かつ円滑に避

難ができるよう、避難行動要支援者の個別

避難計画の作成が必要 

⑤災害時に迅速な避難を実施するため、洪水

浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の

要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく

避難訓練等の支援が必要 

⑥日本語が不自由な人でも迅速かつ円滑に避

難ができるよう、公共施設等における外国

語の表記が必要 

⑦避難行動要支援者をはじめ、全ての住民が

円滑な避難行動を行うための体制づくりが

必要 

⑧避難誘導に当たり、消防団、自主防災組織、

民生委員児童委員等の協力が必要 

⑨障がい者が確実に防災に関する情報を取得

することができるよう情報提供体制の強化

が必要 

5-2 電力供給ネットワー

ク（発変電所、送配電

設備）の停止等による

情報通信機能の麻痺

や長期停止 

①災害情報について、防災行政無線、防災メー

ル、SNS、市ホームページ、広報車等、多

様な情報伝達手段を活用した迅速な伝達・

周知が必要 

②情報通信網の耐災害性の向上及び情報伝達

手段の多重化が必要 

③災害時に停電が発生した場合でも情報通信

設備が停止しない体制が必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない   

      最悪の事態」 

脆弱性の評価結果 

5-3 都市ガス供給、石油、

ＬＰガス等の燃料供

給施設等の長期間に

わたる機能の停止 

①燃料供給事業者と連携し、安定してエネル

ギーを確保する体制が必要 

②主要公共施設の停電時における代替電源の

確保が必要 

③地域及び家庭において、平時からの燃料備

蓄に対する意識の啓発が必要 

5-4 上水道等の長期間に

わたる供給停止 

①配水管の耐震化率が 7.1%であるため、水

道施設の耐震化の推進が必要 

②老朽管更新計画の進ちょく率が 51.9%で

あるため、老朽管の更新並びに施設の計画

的な更新及び維持管理が必要 

③非常給水演習を実施するなど応急給水の体

制強化が必要 

④水道相互応援協定に基づく訓練を実施し、

災害時の連携の強化が必要 

5-5 汚水処理施設等の長

期間にわたる機能停

止 

①施設の耐震化及び耐水化による被災の防止

が必要 

②老朽管の更新並びに施設の計画的な更新及

び維持管理が必要 

③必要に応じて、下水道事業業務継続計画

（BCP）を更新し、早期復旧の体制整備が

必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない   

      最悪の事態」 

脆弱性の評価結果 

5-6 鉄道、高速道路等の基

幹的交通から地域交

通網までの交通イン

フラの長期間にわた

る機能停止による物

流及び人流への甚大

な影響 

①基幹インフラの広域的な損壊により復旧・

復興が大幅に遅れる事態を想定した対策に

ついて、国や県及び施設管理者等と連携し

た取組が必要 

②災害後の円滑な復旧・復興を確保するため

には、地籍調査等により土地境界等を明確

にしておくことが重要となることから、地

籍調査の推進が必要 

③北部市街地の環状道路化、都市計画道路の

整備を実施するなど、道路網の強化が必要 

④橋梁長寿命化計画に基づく橋梁の修繕及び

１級市道の改良を実施する等、基幹的交通

ネットワークの強化が必要 

⑤災害発生時の道路啓開体制及び緊急輸送体

制の構築が必要 

⑥災害発生時における公共交通の機能維持に

向けた備えが必要 

6 

社会・経済が

迅速かつ従前

より強靱な姿

で復興できる

条件を整備す

る。 

6-1 より良い復興に向け

た事前復興ビジョン

の欠如、災害対応・復

旧復興を支える人材

等（専門家、コーディ

ネーター、ボランティ

ア、NPO、企業、労働

者、地域に精通した技

術者等）の不足等によ

り復興できなくなる

事態 

①災害が発生しても、迅速かつ計画的な復興

を実現できるよう、復興のあり方及び手順、

執行体制等について、あらかじめ検討して

おくことが必要 

②災害対応及び復旧復興を支える人材等の育

成や、外部からの派遣応援人員の受入体制

の用意などを進めておくことが必要 

6-2 大量に発生する災害

廃棄物の処理の停滞

により復興が大幅に

遅れる事態 

①高北清掃センター及び関係機関との連携に

よる災害廃棄物の適正処理に向けた体制強

化が必要 

②必要に応じて災害廃棄物処理計画を更新

し、災害廃棄物処理体制を維持することが

必要 

③大量の災害廃棄物が発生するおそれがある

ことから、災害廃棄物の仮置場の確保が必

要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない   

      最悪の事態」 

脆弱性の評価結果 

6-3 事業用地の確保、仮設

住宅、仮店舗、仮事業

所等の整備が進まず

復興が大幅に遅れる

事態 

①速やかな住まいの確保に向けた体制強化が

必要 

②応急期・復旧期・復興期の状況に応じた適切

な住まいの確保が必要 

③早期の復旧・復興を図るため、罹災証明書発

行業務を迅速に実施できる体制が必要 

④被災者の生活再建支援を担う体制強化が必

要 

6-4 貴重な文化財及び環

境的資産の喪失並び

に地域コミュニティ

の崩壊等による有形・

無形の文化の衰退又

は損失 

①地域防災力の担い手となる自主防災組織を

はじめとした多様な組織の活動支援が必要 

②通常の活動支援に加え、災害発生時の初動

体制のとり方など実践論の教示が必要 

③福祉ボランティア講座を開催する等、平時

からボランティア団体等の活動を支援・促

進するとともに、災害時のボランティアの

受入れを円滑に進めるため、受入体制の整

備が必要 

④避難所生活又は応急仮設住宅での生活にお

いて、地域住民が主体となって活動ができ

る体制及び支援が必要 

⑤文化財の保存管理状況の把握に努めるとと

もに、文化財所有者等に対して、大規模自然

災害への予防措置等の指導・助言が必要 

6-5 風評被害、信用不安、

生産力の回復遅れ、大

量の失業、倒産等によ

る市内経済等への甚

大な影響 

①国内外に正しい情報を発信するとともに、

プロモーション支援等の適切な対応が必要 

②共同開催によるイベント、ＰＲ活動等を実

施するなど、隣接市町村との連携強化が必

要 

③災害からの復旧復興にあたって、地域経済

の活性化を図ることが必要 
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第４章 強靱化のための推進方針 

第１節 リスクシナリオに応じた施策の推進 

脆弱性評価の結果に基づき、本計画の基本目標及び事前に備えるべき目標を達成し、

安全・安心な国土・地域・経済社会の構築に向けた「国土強靱化」を推進するため、リ

スクシナリオに応じた施策の推進方針や重要業績評価指標（KPI）を設定しました。 

 

１ あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ。 

１-１ 大規模地震に伴う住宅、建物、不特定多数が集まる施設等の複合的・

大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

施策分野 ②住宅・都市・国土保全 ⑥リスクコミュニケーション・人材育成 ⑦老朽化対策 

１-１-① 公共施設等の耐震化及び長寿命化 

(１) 公共施設の耐震化の推進【各施設管理課】 

○災害時に住民が利用する避難所及び災害対策活動の拠点となる施設について、優先的

に耐震対策及び長寿命化を推進する。 

○公営住宅事業の継続を図るため、長寿命化計画に基づき、住宅の修繕及び改修を推進

するとともに、老朽化した旧耐震施設の解体を適切に実施する。 

(２) 適正な公共施設マネジメントの推進【企画政策課】 

○固定資産台帳及び公共施設等総合管理計画の連動した公共施設マネジメントを実施す

る。 

(３) 学校施設等の充実及び整備の促進【教育総務課】 

○学校施設長寿命化計画に沿って施設の改修工事を進め、あわせて非構造部材の耐震化

及びバリアフリー化等、施設の充実を図る。 

【重点施設】中郷中学校校舎：中郷第一小学校との統合に伴う長寿命化改良事業 

(４) 指定緊急避難場所となる公共施設等の管理【各施設管理課】 

○指定緊急避難場所に指定されている公共施設等について、災害時に円滑に活用できる

よう日頃から適切な維持管理を実施する。 

１-１-② 住宅及び建築物等の耐震化 

(１) 木造住宅の耐震化【都市建設課】 

○木造住宅耐震診断士派遣事業及び木造住宅耐震改修費助成事業を引き続き実施するこ

とで、木造住宅の耐震化を促進する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

木造住宅の耐震化率 88.1% 概ね解消 都市建設課 
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(２) 住宅、ブロック塀等の耐震化及び危険ブロック塀等の撤去の促進【都市建設課】 

○住宅の耐震化及びブロック塀の転倒防止等の対策を周知し、被害を抑制する。 

○危険ブロック塀等の撤去の支援制度を導入し、危険なブロック塀等の撤去を促進する。 

(３) 無電柱化の推進【都市建設課】 

○災害時に電柱の倒壊による被害を防ぐため、無電柱化を推進する。 

(４) 緊急輸送道路沿道の障害物発生の抑制【都市建設課】 

○緊急時の通行障害が生じないよう緊急輸送道路の沿道の建築物等の実態を把握し、建

築物等の倒壊等による障害物の発生を抑制する取組を推進する。 

(５) 福祉施設等の防災・減災の支援【社会福祉課、高齢福祉課、子育て支援課】 

○障害者施設、高齢者施設、保育所等の福祉施設の防災・減災対策を推進するため、耐震

化整備、ブロック塀等改修、非常用自家発電設備の整備、水害対策のための施設改修

等の支援を促進する。 

１-１-③ 一人一人の命を守る対策 

(１) 住宅の家具の転倒防止等の平時の備えの促進【総務課】 

○地震動による家具類の転倒若しくは落下又は移動による負傷者等の減少を図るため、

平時から家具の転倒防止等の室内安全対策を促進する。 

(２) 防災知識の普及啓発【総務課／まちづくり協働課】 

○住民一人一人が自らの命を守る自助意識の高揚を図るため、防災学習会等を活用した

防災知識の普及啓発の取組を推進する。 

○緊急情報を迅速に伝達する防災メール、SNS の普及促進を図るため、その重要性につ

いて周知啓発の取組を推進する。 

(３) 防災訓練の実施【総務課】 

○防災訓練を実施し、迅速かつ的確な災害応急対策及び相互の協力体制の確立、並びに

住民一人一人の防災意識の高揚及び防災行動力の向上を図り、災害に強い安全なまち

づくりを進める。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

総合防災訓練の実施回数

（年当たり） 
１回 １回 総務課 

(４) 小中学校での防災教育の推進【学校教育課】 

○防災教育等、子どもたちの安全・安心の確保に向けた取組を推進する。 

１-１-④ 空き家対策 

(１) 空き家対策の推進【都市建設課】 

○安全面及び生活環境等に影響を及ぼす空き家について、「北茨城市空家等対策計画」

に基づき、適正な管理を促進する。また、市内の空き家状況等を調査し、把握するとと

もに、空き家バンク等による有効活用を図る。また、危険な状態である「特定空家等」

に対しては、必要な措置を講じ、空き家対策を推進する。 
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１-１-⑤ 複合災害への対応 

(１) 複合災害への対応体制の構築【総務課】 

○様々な災害が同時又は短期間で発生する複合災害が発生した場合、被害の広域化及び

長期化が懸念されるため、県、関係機関等と連携し、複合災害への応急対策に関して

必要な体制の構築を図る。 

 

１-２ 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発

生 

施策分野 
①行政機能・情報通信・消防 ②住宅・都市・国土保全 

⑥リスクコミュニケーション・人材育成 ⑦老朽化対策 

１-２-① 自主防災組織の育成支援 

(１) 自主防災組織の育成支援と活動促進【総務課】 

○自主防災組織の活動を支援するとともに、未結成地区については、組織の設立を促進  

する。 

(２) 地区防災計画策定の促進【総務課】 

○各地区における自発的な防災活動を支援し、ボトムアップ型による地区防災力の向上

を図るため、地区防災計画の策定を促進する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

自主防災組織への設立支援 18 団体 33 団体 総務課 
 

１-２-② 消防施設の整備 

(１) 消防施設（消防水利、機械器具置場等）の補修及び整備【消防課】 

○消防水利は、防火水槽及び消火栓を折り合わせた整備を進め、整備指針に基づく水利

を確保するとともに、開発行為における消防水利の設置指導を実施する。 

○消防団機械器具置場の修繕等、適切な維持管理を実施する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

消防水利整備 消火栓１基 年間２基整備 消防課 

消防団詰所修繕 
シャッター交換等 

４施設 
随時修繕 消防課 

 

１-２-③ 消防力の維持・強化 

(１) 消防団の活動支援及び団員の確保【消防課】 

○消防団施設の適正配置を進め、20 分団 24 部とし、消防ポンプ自動車は車両更新計画

に基づき、地域性を考慮した更新を進める。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

消防団員数 428 人 ５００人 消防課 

消防団適正配置計画に 

基づく部の統合 
20 分団 24 部 維持継続 消防課 
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(２) 広域常備消防体制の充実【消防課】 

○多様化、大規模化する災害、事故に的確に対応するため、消防体制の更なる充実強化

を目指し、関係市町村との協議を進める。 

○災害の多様化が進んでいるため、隊員の教育及び訓練強化を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

消防・救急車両の更新 なし 高規格救急車 消防課 

消防団車両の更新 なし 随時更新 消防課 

隣接消防相互応援協定 継続 継続 消防課 

教育研修及び資格取得 実施済 継続 消防署 
 

１-２-④ 火災の未然防止 

(１) 火災の発生予防に向けた啓発【予防課／消防署】 

○火災の未然防止には、住民一人一人の火災発生への予防対策の心がけが重要であるこ

とから、防火管理講習会等を通じて防災意識の向上を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

防火管理講習会修了者数 47 名 50 名 予防課 

事業所立入検査 187 事業所 100 事業所 消防署 

(２) 住宅防火診断の促進【予防課】 

○住宅の火災を無くすために、個々の住宅の実情に合わせて防火・防災に関するアドバ

イスを実施する住宅防火診断を促進する。 

(３) 住宅用火災警報器の設置（更新）の促進【予防課】 

○法令により義務化されている住宅への火災警報器の設置及び更新の周知活動を推進す

る。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

住宅用火災警報器の設置率 74.0% 85.0% 予防課 

  

 

１-３ 広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生 

施策分野 
①行政機能・情報通信・消防 ②住宅・都市・国土保全 ⑤交通・物流 

⑥リスクコミュニケーション・人材育成 ⑦老朽化対策 

１-３-① 津波減災施設等の整備 

(１) 河川及び海岸施設の整備並びに維持管理【都市建設課】 

○洗掘による護岸等の破壊を防止するため、河川及び雨水排水路の改修を推進する。 

(２) 津波避難路の維持管理【都市建設課／総務課】 

○緊急時に国道６号の補完的な役割を担う北町・関本中線については、東西軸に整備が

進められ、津波避難路としての重要な路線として整備した。今後は、有効な避難路と

して適切な維持管理を実施する。 
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１-３-② 津波からの避難場所の確保 

(１) 津波緊急避難場所の確保【総務課】 

○津波による浸水想定区域においては、浸水までの猶予時間がなく、避難が困難となる

場合に備え、一時避難施設の適切な維持管理を実施する。 

１-３-③ 情報伝達手段の確保 

(１) 災害情報の収集、伝達体制の確保【総務課】 

○避難指示等の災害情報を正確に伝達するため、伝達マニュアルの整備及び情報伝達体

制の構築を推進する。 

○防災行政無線、防災メール、SNS、J アラート、L アラート及び広報車等、多様な手

段を活用した情報の収集、伝達体制を強化する。 

１-３-④ 津波浸水想定区域等の危険箇所の周知啓発 

(１) 防災ハンドブックを活用した意識啓発【総務課】 

○防災ハンドブックを活用し、災害種別等状況に応じた避難場所及び避難方法の周知の

取組を推進する。 

(２) 津波の危険性に係る周知啓発【総務課】 

○講習会及び防災学習会を定期的に開催し、周知啓発の取組を推進する。 

(３) 津波発生時の住民の安全対策の強化【総務課】 

○津波発生時に自らの命は自ら守る自助意識の高揚を図るため、避難訓練の実施及び啓

発の取組を推進する。 

○津波浸水想定区域内の要配慮者利用施設においては、各施設における避難計画の必要

に応じた更新及び避難訓練等の支援を実施する。 

 

１-４ 突発的又は広域的な洪水、高潮等に伴う長期的な市街地等の浸水によ

る多数の死傷者の発生（ため池の損壊によるもの及び防災インフラの

損壊、機能不全等による洪水、高潮等に対する脆弱な防災能力の長期

化に伴うものを含む。） 

施策分野 
②住宅・都市・国土保全 ④産業・農林水産・環境 

⑥リスクコミュニケーション・人材育成 ⑦老朽化対策 

１-４-① 水防体制の強化及び河川改修等の促進 

(１) 護岸整備及び河川改修の推進【都市建設課】 

○関係機関との連携のもと、計画的な護岸整備及び河川改修を推進する。 

(２) 用排水路の機能向上及び適正管理の推進【都市建設課／農林水産課】 

○大雨時に用排水路の溢水を防ぐため、用排水路の機能向上及び適正管理を推進する。 

(３) 都市下水路排水機場の機能向上及び適正管理の推進【施設課】 

○大雨時に排水路の溢水を防ぐため、排水路の機能向上及び適正管理を推進する。 

(４) 過去の被害箇所や応急対策等の把握【都市建設課／農林水産課／総務課】 

○災害時の応急対策活動の習熟を図るため、過去の被害箇所及び被害状況を把握すると

ともに、実施した応急対策を検証する。 
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(５) 自主防災組織の育成支援と活動促進【総務課】 

「１-２-① 自主防災組織の育成支援」を適用 

(６) 地区防災計画策定の促進【総務課】 

「１-２-① 自主防災組織の育成支援」を適用 

１-４-② 雨水対策の推進 

(１) 雨水流出抑制機能の確保及び適正管理の推進【都市建設課／施設課】 

○雨水流出抑制機能を確保するとともに、適正な管理のもと、計画的な修繕、更新を  

実施する。 

１-４-③ 流域全体の治水対策 

(１) 流域治水対策の推進【都市建設課】 

○昨今の水害の激甚化及び頻発化に鑑み、茨城県流域治水協議会による流域治水プロ

ジェクトを通し、関係機関と連携して流域治水を推進する。 

１-４-④ 浸水想定区域等の危険箇所や避難情報の発令基準の周知 

(１) 防災ハンドブックを活用した意識啓発【総務課】 

○防災ハンドブックを活用し、災害種別等状況に応じた避難場所及び避難方法の周知の

取組を推進する。 

(２) 危険箇所の周知及び安全な避難経路の確認促進【総務課】 

○浸水想定区域、過去の被害発生箇所、危険箇所等及び安全な避難経路の確認を促進す

る。 

(３) 水害の危険性に係る周知啓発【総務課】 

○講習会及び防災学習会を定期的に開催し 、周知啓発の取組を推進する。 

(４) そのほかの河川や水路等の危険箇所の把握及び周知【都市建設課／農林水産課】 

○基幹的な河川のみならず、これに接続する河川、水路等の危険箇所を把握及び周知す

るとともに、一体的な整備を推進する。 

(５) 防災ハンドブックを活用した意識啓発【施設課】 

○防災ハンドブックを活用し、内水による浸水リスクの周知の取組を推進する。 

(６) 避難情報の発令基準の周知【総務課】 

○洪水対応タイムライン（防災行動計画）を適宜更新するとともに、避難情報の発令基

準の周知の取組を推進する。 

１-４-⑤ 適切な間伐の推進 

(１) 計画的な間伐の推進【農林水産課】 

○北茨城市森林整備計画に基づく各種事業の導入により、計画的な間伐を実施する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

水源かん養や山地災害及び

地球温暖化の防止のための

間伐面積 

772.67ha 930.94ha 農林水産課 
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(２) 水源かん養、生活環境の保全【都市建設課／農林水産課／生活環境課】 

○山林については、水源かん養機能、山地災害防止機能、生活環境保全機能等の多様な

公益的機能を有していることから、ブナ原生林、砂防指定区域の砂防林及び塩害防備

に資する保安林等については、引き続き保全していくとともに、市街地に隣接する平

地林についても保全と育成を図る。 

○集落における快適な生活環境を確保するため、地域の実情に即した基盤整備を推進す

る。 

１-４-⑥ ため池の適正管理 

(１) ため池の適正管理【農林水産課】 

○ため池の損壊及び機能不全による二次災害を未然に防止するため、定期的な点検、必

要な整備及び適切な維持管理を実施する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

ため池の保守点検の実施 1 回 1 回 農林水産課 
 

１-４-⑦ ダム施設管理者との連携強化 

(１) ダム施設管理者との連携強化【都市建設課／総務課／農林水産課／施設課】 

○大雨時のダム放水による河川の増水を想定し、避難情報に関するガイドラインに基づ

き、伝達マニュアルの整備に努め、県や関係機関との連携を強化し、迅速な情報伝達

体制の構築を図る。 

 

１-５ 大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂、洪水氾濫、天然ダムの決壊等）

による多数の死傷者の発生 

施策分野 
②住宅・都市・国土保全 ④産業・農林水産・環境 

⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

１-５-① 治山事業の推進 

(１) 治山事業の推進【農林水産課／総務課／都市建設課】 

○治山事業を推進するため、関係機関との連携を強化する。 

１-５-② 森林の適正管理 

(１) 山林・樹林地の保護及び保全【農林水産課】 

○花園花貫県立自然公園、車地区及び下相田地区の緑地環境保全地域、大塚地区の西明

寺自然環境保全地域、五浦地域の風致地区及び市街地に隣接する保安林について、積

極的な保護、保全を図る。 

○森林の保安を進めるとともに、あらゆる学習機会を通して、森林環境教育を推進する。 

○松くい虫による被害を防止するため、松くい虫駆除等を適切に実施する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

環境学習の機会提供数 

（年当たり） 
1 回 1 回 農林水産課 
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(２) 林業経営の強化及び林業生産基盤の整備【農林水産課】 

○北茨城市森林整備計画に即して、森林施業の共同化を促進するため、森林組合等の  

育成強化を図る。 

○林野庁の「緑の雇用」事業を活用し、新規従事者の雇用促進を図る。 

○路網ネットワークを形成するため、森林作業道や林業生産基盤整備道等の整備を推進 

する。 

(３) 有害鳥獣対策【農林水産課】 

○捕獲したイノシシ等の処分に要する経費の補助を実施する。 

○イノシシ等の侵入防止柵の設置費の補助を実施する等、被害の防止を図る。 

１-５-③ 土砂災害防止対策の推進 

(１) 土石流・地すべり・崖崩れ等に対する防災対策の推進【総務課／都市建設課】 

○県による土砂災害警戒区域等の改定に併せ、防災ハンドブックの見直しを実施すると

ともに、周知の取組を推進する。 

○急傾斜地崩壊危険箇所について、県と連携し、防災対策を推進する。 

○大規模盛土造成地は大地震や大雨によって、滑動崩落を起こす可能性があるため、大

規模盛土造成地マップ等により、危険箇所の周知の取組を推進する。 

１-５-④ 土砂災害警戒区域等の危険箇所の周知啓発 

(１) 防災ハンドブックを活用した意識啓発【総務課】 

○防災ハンドブックを活用し、災害種別等状況に応じた避難場所及び避難方法の周知の

取組を推進する。 

(２) 危険箇所の周知及び安全な避難経路の確認促進【総務課】 

○土砂災害警戒区域、過去の被害発生箇所、危険箇所等及び安全な避難経路の確認を促

進する。 

(３) 土砂災害の危険性に係る周知啓発【総務課】 

○講習会及び防災学習会を定期的に開催し 、周知啓発の取組を推進する。 

１-５-⑤ 地籍調査の推進 

(１) 地籍調査の推進【地籍調査課】 

○地籍調査未実施区域に公共事業等の計画がある場合は、その区域を先行して調査する

等、他部署との連携を図りつつ、事業を推進する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

地籍調査面積 26.94 ㎢ 31.34 ㎢ 地籍調査課 
 

１-５-⑥ 適切な間伐の推進 

「１-４-⑤ 適切な間伐の推進」を適用 
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２ 救助、救急及び医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康

及び避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ。 

２-１ 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助及び救急活動等の絶

対的不足 

施策分野 ①行政機能・情報通信・消防 

２-１-① 広域応援体制の整備 

(１) 広域防災協定等の締結の推進【総務課】 

○大規模な災害発生時において、個別の応援協定等では限りがあることから、応急及び

復旧対策を迅速かつ円滑に遂行するため、広域的な協定締結を推進し、応援体制の強

化を図る。 

２-１-② 受援体制の強化 

(１) 受援計画の更新【総務課】 

○大規模な災害発生時においては、国・県及び他自治体からの人的支援を始め、緊急消

防援助隊・警察災害派遣隊・自衛隊等の災害派遣による救援・救助活動が行われるた

め、受援計画の適切な更新を行い、応援要請及び受入手順の明確化を図るとともに、

受入後の指揮命令等の連携体制を確立する。 

２-１-③ 消防力の維持・強化 

「１-２-③ 消防力の維持・強化」を適用 

 

２-２ 医療施設、関係者の絶対的不足及び被災並びに支援ルートの途絶及び

エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

施策分野 ③健康・医療・福祉 ⑤交通・物流 ⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

２-２-① 医療機能の維持及び強化 

(１) 市民病院、家庭医療センターにおける医療提供体制の維持 

【病院経営企画課／病院総務課】 

○市民病院について、地域の中核病院としての役割を果たすため、医師、看護師等の確

保を図るなど医療提供体制の充実に努めるとともに、非常用発電機の整備及び燃料関

係事業者との燃料等優先供給に係る協定に基づく連携体制の充実を図る。 

○公的医療機関の責務として、へき地医療、救急医療等多くの不採算医療を担うととも

に、地域の中核病院として、日々進歩する医療技術と患者ニーズに合わせるため、医

療機器等の計画的な整備を継続する。 

○市民病院附属家庭医療センターを中心に、訪問診療を推進するなど高齢化の進行に対

応した在宅診療の充実を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

常勤医師数 23 人 23 人維持 病院経営企画課 
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(２) 救急体制の充実【消防課】 

○ラピッドカー運用体制を活用し、地域医療機関、関係機関及びメディカルコントロー

ル体制とのより一層の連携強化を進める。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

病院前心拍再開率 18.0% 23.0% 消防課 

(３) 医療救護所の開設等【病院経営企画課／病院総務課】 

○大規模災害時においては、市内の医療機能が麻痺する事態が想定されるため、市民病

院が災害時の応急救護に関する業務を担える体制づくりを進める。 

２-２-② 緊急時の輸送体制の確立 

(１) 市公用車を緊急通行車両とする届出【総務課】 

○災害時の応急対策活動を迅速かつ円滑に遂行するため、市公用車を緊急通行車両とす

る届出（事前届出制度）を実施する。 

(２) 関係機関への緊急通行車両、規制除外車両の事前届出制度の周知【総務課】 

○災害時の応急対策活動を迅速かつ円滑に遂行するため、ライフライン事業者、建設事

業者及び医療機関等に対し、緊急通行車両、規制除外車両の事前届出制度の周知の取

組を推進する。 

(３) 輸送車両の確保【総務課】 

○災害時の応急対策活動を迅速かつ円滑に遂行するため、市内輸送業者、茨城県トラッ

ク協会県北支部及び茨城県乗用旅客自動車協会等の輸送車両について、応援要請体制

の構築を推進する。 

(４) 災害時緊急用ヘリコプター離着陸場の確保及び輸送体制の確立【消防課／総務課】 

○災害時における緊急用ヘリコプターによる物資等の輸送は、有効かつ効率的な手段で

あることから、離着陸場の確保及び輸送体制の確立を推進する。 

２-２-③ 多職種との連携体制の強化 

(１) 在宅医療・介護の連携強化【高齢福祉課】 

○在宅医療・介護の連携強化のため、互いに利用しやすいツールを作成し、身近で必要

な研修が受けられる体制づくりを進める。 

２-２-④ 救急隊員等の人材育成 

(１) 救急隊員等の人材育成【消防本部／市民病院】 

○市民病院で救急隊を派遣した研修を実施するなど人材育成に取り組む。 

○バイスタンダーの育成に向けて、普通救命講習会を実施する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

普通救命講習会の実施回数 52 回 60 回 消防課 
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２-３ 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の

健康及び心理状態の悪化による死者の発生 

施策分野 
②住宅・都市・国土保全 ③健康・医療・福祉 

⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

２-３-① 避難所の確保 

(１) 避難所の確保及び機能強化【総務課／教育総務課／生涯学習課／各施設管理課】 

○災害種別等状況に応じた避難所を確保するとともに、避難所へ備蓄されている資機材

等の拡充を図る。 

○避難者の多様なニーズに対応した食料、飲料水、寝具、日用品等を備蓄するとともに、

非常用電源の確保等、避難所の整備を推進する。 

○市民体育館、生涯学習センター等の拠点となる避難所や各地区の主要な避難所につい

ては、長期化する避難に対応するため、空調、衛生設備等の整備を推進する。 

(２) 食料等の備蓄や配給方法等の周知【総務課】 

○自助・共助・公助の役割分担のもと、適切な備蓄を推進するとともに、避難所運営マ

ニュアルを活用し、配給方法等の周知を図る。 

(３) 公共施設のバリアフリー化【各施設管理課】 

○既存施設については、大規模改修にあわせてバリアフリー化を推進する。また、新た

な公共施設、道路、公園等の整備に当たっては、バリアフリーを基本とし、障がい者を

含めた全ての住民にとって利用しやすい環境づくりを進める。 

(４) 福祉避難所の確保【高齢福祉課／社会福祉課／子育て支援課／総務課】 

○災害時における福祉避難所として介護保険施設、障がい者支援施設等を活用するため、

協定を締結した事業者との連携等により、必要とする介護や情報提供等の支援体制の

構築を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

福祉避難所の指定数 2 箇所 2 箇所 
総務課 

社会福祉課 

災害協定締結数 

(福祉避難所の設置及び管理運営) 
８件 ８件 

総務課 

社会福祉課 
 

２-３-② 要配慮者への支援 

(１) 要配慮者等の多様なニーズへの配慮【総務課】 

○要配慮者等の避難生活における、精神的及び身体的負荷の軽減を図るため、専用スペー

スの確保及びパーテーション、簡易ベッド等を備蓄する。 

２-３-③ 避難所の運営体制の整備 

(１) 避難所運営マニュアルの更新【総務課】 

○自助・共助意識の高揚を図り、地域を主体とした避難所運営体制の構築を促進すると

ともに、避難所運営リーダーの育成を推進する。 

○避難所における感染症等の対策として、感染症に対応した避難所運営マニュアルの適

切な更新を実施する。 
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○避難所運営において、災害関連死の防止、避難生活環境の向上を図るため、被災者の

プライバシー及び安全の確保、要配慮者等への配慮、快適なトイレの設置、ペット対

策等について適切な対応を実施する。 

(２) 福祉避難所の設置及び運営手順の明確化 

【高齢福祉課／社会福祉課／子育て支援課／総務課】 

○福祉避難所の「設置・運営マニュアル」を策定し、関係機関との連携のもと、福祉避難

所運営訓練の実施及び看護体制の構築を図る。 

２-３-④ 避難所の長期化対策 

(１) 避難所の環境改善の推進【総務課】 

○避難生活の長期化を想定し、精神的・身体的負荷の軽減を図るため、専用スペースの

確保及びパーテーション等の備蓄等、避難所の環境整備を推進する。 

２-３-⑤ 災害発生後の被災者の健康支援 

(１) 災害発生後の被災者の健康支援体制の構築【健康づくり支援課】 

○災害発生後は、生活環境の悪化及び被災の心理的影響による体調不良者等の発生が想

定されることから、関係機関との連携のもと、健康支援体制の構築を図る。 

(２) こころの病気に関する知識の普及啓発【健康づくり支援課】 

○精神保健相談を周知することで、気軽に相談できる体制づくりを進める。また、ここ

ろの健康づくり講演会を開催し、精神保健の普及啓発の取組を推進する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

こころの健康づくり講演会

の参加者数 
39 人 65 人 健康づくり支援課 

(３) ゲートキーパーの養成【社会福祉課】 

○自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につな

ぎ、見守るゲートキーパーの役割を担う人材等の養成を推進する。 

(４) 地域自殺対策の推進【社会福祉課/健康づくり支援課】 

○北茨城市自殺対策計画を策定し、自殺の未然防止に向け、関係機関との連携強化を図

る。 

(５) 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育【学校教育課】 

○児童生徒等が、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等におけるＳＯＳの出し方

に関する教育を推進する。 
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２-４ 長期にわたる孤立集落、帰宅困難者の発生及び被災地での食料、飲料

水、燃料等の生命に関わる物資等の不足 

施策分野 
②住宅・都市・国土保全 ⑤交通・物流 ⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

⑦老朽化対策 

２-４-① 適切な役割分担のもとでの備蓄 

(１) 食料、飲料水等の備蓄等の整備【総務課】 

○茨城県の示した備蓄方針に基づき、適切な備蓄品の整備を推進する。その際、高齢者

及び障がい者等の要配慮者への配慮、アレルギー対策、感染症対策、利便性等も考慮

し、選定・更新を実施する。 

○住民や事業所が所有する井戸及び湧水を災害用井戸、湧水として活用するための登録

制度等を整備する。 

(２) 家庭及び地域における備蓄（最低３日分）の促進【総務課】 

○家庭及び地域において、最低でも１人３日分以上の家庭内備蓄を促進するため、啓発

活動及び自主防災組織等における備蓄品の支援を実施する。 

(３) 帰宅困難者対策の推進【総務課／商工観光課】 

○駅等に滞留する通勤者、観光客等の帰宅困難者対策として、食料、飲料水、毛布等を備

蓄するとともに、事業者との施設等使用に関する協定の締結を推進する。 

２-４-② 計画的な物資の備蓄 

(１) 各避難所付近への備蓄庫の設置及び定期点検【総務課】 

○災害時における備蓄物資の迅速かつ円滑な配給のため、各避難所への適切な備蓄及び

定期的な備蓄物資の点検を実施する。 

２-４-③ 応援協定の推進 

(１) 災害時における物資の確保及び輸送に関する協定の締結【総務課】 

○事業者との協定締結を推進し、災害時における食料、飲料水等の確保及び迅速な物資

の輸送に向け、協力体制の構築を図る。 

２-４-④ 災害に強い道路網の形成 

(１) 市街地ネットワークの強化【都市建設課】 

○北部市街地の都市計画道路について、市街地の整備状況を踏まえた上で事業計画の検

証及び見直しを図る。 

(２) 主要幹線道路の整備促進【都市建設課】 

○国道６号バイパス（関本－勿来間）及び二市連絡幹線道路（高萩・塙線）について、早

期整備に向けて関係機関との連携・協力を図る。 

○東京などとの広域ネットワークを担う「広域幹線道路」や茨城県北地域といわき市と

の連絡機能を担う「地域幹線道路（新・陸前浜街道等）」を計画的に進める。 

(３) 市街地幹線道路の整備促進【都市建設課】 

○現在未着手となっている都市計画道路については、市街地の整備状況を踏まえた上で

事業計画の検証及び見直しを図る。 
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重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

新・陸前浜街道の改良率 95.6% 100.0% 都市建設課 

都市計画道路の整備延長 41.1km 41.7km 都市建設課 

(４) 市道の整備促進【都市建設課】 

○安全・安心を確保するため、道路改良を実施し、市道の整備を進める。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

１級市道の改良率（合計） 85.0％ 85.1% 都市建設課 

(５) 橋梁、トンネル等の整備促進【都市建設課】 

○５年に１回の定期点検を実施し、その結果を北茨城市橋梁・トンネル長寿命化修繕計

画に反映させ ることで、橋梁及びトンネルの適正な維持管理を実施する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

橋梁長寿命化計画修繕率

（15ｍ以上の橋梁） 
39.58% 60.0% 都市建設課 

(６) 災害時における応急対策業務、相互協力等に関する協定の締結【都市建設課／総務課】 

○災害時における孤立集落等の早期解消を図るため、迅速な道路啓開等、応急対策業務、

相互協力等の協定締結を推進し、協力体制の構築を図る。 

(７) 市道の道路啓開計画の策定【都市建設課】 

○市内の道路啓開計画の策定を推進し、必要な調査を進める。 

(８) 通学路の安全対策【教育総務課】 

○通学路における交通事情の変化、危険箇所等を把握するため、安全点検を実施し、危

険箇所については関係機関と連携して改善を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

通学路の安全点検 年１回 年 1 回以上 教育総務課 
  

 

２-５ 大規模な自然災害と感染症との同時発生 

施策分野 ③健康・医療・福祉 ⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

２-５-① 感染症等の予防体制の整備 

(１) 感染症予防対策の強化【健康づくり支援課】 

○予防接種法に基づき、感染症予防のため定期予防接種を実施する。 

○感染性の強い麻しん、風しんについて、ワクチン接種率向上のため、乳幼児健診での

予防接種歴の確認や、就学前までに未接種者への接種勧奨を実施する。 
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２-５-② 避難所における防疫・感染症対策 

(１) 避難所での感染症対策の推進 

【健康づくり支援課／保健年金課／総務課／生涯学習課／教育総務課】 

○避難所での感染拡大を防止するため、マスクの着用及び手指消毒を積極的に奨励する

とともに、避難者の体調により避難所を区分するなど「感染症に対応した避難所運営

マニュアル」に基づき、感染症対策を推進する。 

○「感染症に対応した避難所運営マニュアル」に基づき、避難所開設訓練実施する。 

〇感染症に備えた避難所の受入れ体制、レイアウト、導線等の確認及び必要な備品（非

接触型体温計、マスク、消毒液等）の備蓄を推進する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

新しい感染症に対応した 

避難所運営訓練の実施 
0 回 年 1 回以上 

健康づくり支援課 

総務課 
  

２-５-③ 関係機関との連携体制の整備 

(１) 防疫活動の実施に向けた体制強化【健康づくり支援課】 

○関係機関と連携し、防疫用薬剤、機材等の調達及び防疫活動の実施体制を整備する。 
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３ 必要不可欠な行政機能は確保する。 

３-１ 市の職員、施設等の被災による機能の大幅な低下 

施策分野 
①行政機能・情報通信・消防 ⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

⑦老朽化対策 

３-１-① 行政機能の維持 

(１) 防災拠点となる庁舎及び公用車両等の適切な維持管理【総務課／消防課】 

○災害時に迅速な応急対策を実施するため、防災拠点となる庁舎の非常用電源や情報通

信機能の確保及び燃料、物資の備蓄等、適切な維持管理を実施する。 

○災害時の燃料（ガソリン、軽油等）不足に備え、公用車両のハイブリッド自動車（HV）、

電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）等の導入を促進し、エネルギー供給源の

分散化を図る。 

(２) 広域防災協定等の締結の推進【総務課】 

「２-２-① 広域応援体制の整備を適用」 

(３) 重要な行政データのバックアップ体制の強化及びクラウド化の推進【企画政策課】 

○業務継続のため、重要な行政データのバックアップ体制の強化及びクラウド化を推進

する。 

３-１-② 職員の資質向上 

(１) 各種研修の充実と参加促進【人事課／総務課】 

○新規採用職員の研修及び職場外の研修において、防災・減災に関する受講機会を設け、

職員の防災資質の向上を図る。 

(２) 行政ニーズへの的確な対応を可能とする組織の確立と人材の育成【人事課】 

○新たな行政課題及び住民ニーズに的確に対応するため、随時組織機構の見直しを図る。 

○定員適正化計画により、必要最低限の人員での行政運営を図りながら、職員一人一人

の政策形成能力の向上を図るため、人事評価制度及び職員研修制度の充実を図る。 

(３) 職員参集訓練、災害対策本部運営訓練の実施【総務課】 

○災害発生時における迅速かつ円滑な応急対策に備え、職員参集訓練及び災害対策本部

運営訓練等の各種訓練を実施し、評価検証する。 

３-１-③ 業務の継続 

(１) 危機管理体制の強化【総務課】 

○災害時において、適切な行政機能を確保するため、業務継続計画（BCP）及び地域防

災計画並びに災害対応マニュアル等の適宜見直しを実施し、危機管理体制を強化する。 

３-１-④ 受援体制の強化 

「２-１-② 受援体制の強化」を適用 



 

 

59 

４ 経済活動を機能不全に陥らせない。 

４-１ サプライチェーンの寸断等による市内企業の生産力及び経営執行力低

下による社会活動の維持への甚大な影響 

施策分野 ④産業・農林水産・環境 ⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

４-１-① 事業所等における業務継続体制の強化 

(１) 市内企業における業務継続計画（BCP）の策定支援【商工観光課／総務課】 

○災害時における企業活動への被害を最小限に抑えるため、業務継続計画（BCP）策定

等の企業が取組む企業防災への支援を推進する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

企業における事業継続計画

策定数(年当たり) 
1 件 3 件 

商工観光課 

総務課 
 

４-１-② 事業所等の防災意識の啓発 

(１) 市内企業における防災意識の啓発【予防課／消防署】 

○防火管理の意識の高揚を図るために、防火管理講習会及び事業所への立入検査、指導

を通して、予防消防の重要性の周知に取組む。 

 

４-２ 有害物質等の大規模拡散・流出 

施策分野 ④産業・農林水産・環境 ⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

４-２-① 危険物施設の安全対策 

(１) 危険物施設の安全対策の促進【予防課】 

○危険物施設の点検及び安全性評価を定期的に実施し、防災訓練の実施等を含め、安全

対策を指導及び促進する。 

４-２-② 危険物施設の点検 

(１) 危険物施設の緊急点検の実施体制の充実強化【予防課】 

○大規模な災害発生後において、危険物施設の損壊等により、有害物質等が大規模に拡

散・流出していないかを確認する体制の強化を図る。 

(２) 放射性物質対策【生活環境課】 

○住民の安全・安心を確保するため、各地区の定期的な放射性物質濃度の測定を実施す

る。 
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４-３ 基幹的交通ネットワークの長期停止による物流及び人流への甚大な影 

    響 

施策分野 ②住宅・都市・国土保全 ⑤交通・物流 ⑦老朽化対策 

４-３-① 災害に強い道路網の形成と緊急輸送体制の構築 

「２-４-④ 災害に強い道路網の形成」を適用 

４-３-② 早期の公共交通ネットワークの復旧 

「２-４-④ 災害に強い道路網の形成」を適用 

 

４-４ 金融サービス等の機能停止による住民生活及び商取引等への甚大な影        

    響 

施策分野 ④産業・農林水産・環境 

４-４-① 金融機関の災害時対応の強化【商工観光課】 

○市内の金融機関は数に限りがあることから、機能喪失による商取引の影響は大きいた

め、金融機関施設の耐災害性の向上及び業務継続計画（BCP）に基づく災害時対応の

強化等の要請を実施する。 

 

４-５ 食料等の安定供給の停滞に伴う住民生活及び社会経済活動への甚大な

影響 

施策分野 ②住宅・都市・国土保全 ④産業・農林水産・環境 ⑤交通・物流 

４-５-① 適切な役割分担のもとでの備蓄 

「２-４-① 適切な役割分担のもとでの備蓄」を適用 

４-５-② 計画的な物資の備蓄 

「２-４-② 計画的な物資の備蓄」を適用 

４-５-③ 応援協定の締結の推進 

(１) 水道の復旧に従事する民間事業者との協定締結【施設課】 

○災害時において水道施設に損傷が生じる事態に備えて、復旧用配管材料等の確保及び

復旧活動に従事する民間事業者との協定の締結に取組む。 

(２) 応援協定の締結 

「２-４-③ 応援協定の推進」を適用 

４-５-④ 応急給水体制の強化 

(１) 応急給水の実施に向けた関係機関との連携強化【施設課】 

○水道施設が損傷した場合に、速やかな飲料水の確保に向け、応急給水の体制強化に努

めるとともに、給水車及び給水タンクの常備点検を実施する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

非常給水演習の実施回数

（年当たり） 
1 回 1 回 施設課 
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(2) 災害時におけるライフラインの早期復旧【施設課】 

○非常時の対応に関する訓練を定期的に行い、また、水道相互応援協定を結ぶいわき市

との連携体制を維持する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

水道相互応援協定に基づく

訓練実施回数（年当たり） 
2 回 2 回 施設課 

  

 

４-６ 異常渇水等による用水供給途絶に伴う生産活動への甚大な影響 

施策分野 ②住宅・都市・国土保全 

４-６-① 水資源関連施設の整備等【都市建設課／農林水産課／施設課】 

○現行の用水供給整備水準を超える渇水等に対しては、限られた水資源を有効に活用す

る観点から、関係機関と連携し、ダム、ため池等の水資源関連施設の整備及び適切な

運用を図るとともに、機能強化を促進する。 

 

４-７ 農地及び森林並びに生態系等の被害に伴う荒廃及び多面的機能の低下 

施策分野 
②住宅・都市・国土保全 ④産業・農林水産・環境 

⑥リスクコミュニケーション・人材育成 ⑦老朽化対策 

４-７-① 治山事業の推進 

「1-5-① 治山事業の推進」を適用 

４-７-② 農業用施設の維持管理 

(１) 農業基盤の整備【農林水産課】 

○生産性の向上を図るため、ほ場の整備及び用排水路や集落道路等の整備を推進する。 

○化学肥料、農薬が環境に及ぼす影響を考慮し、畜産農家、耕種農家及び園芸農家等の

連携により、環境保全型農業を推進する。 

○県、関係団体、生産者等と連携し、畜産経営の合理化を推進する。また、飼料用米の

活用等、耕畜連携による取組を推進する。 

(２) 地域の活性化と環境整備【農林水産課】 

○秩序ある土地利用を図りながら、農道、排水路等の農業生産基盤及び農村における生

活環境の一体的な整備を実施する。また、集落、土地改良区等のまとまりによって実

施する地域ぐるみの営農活動や共同作業を支援する。 

○多面的機能を有する中山間地域の活性化を図るため、集約型農業への転換及び集落単

位での営農の組織化を推進する。 

４-７-③ 農産物の安定生産 

(１) 農業経営の強化【農林水産課】 

○北茨城市農業振興地域整備計画に基づき、優良農地保全を基調として、地域の発展と

調和のとれた土地利用を推進する。 
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○農業従事者の育成、確保を目指し、国の支援策が集中する認定農業者の増加及び新規

就農希望者の支援に取組む。 

○遊休農地、荒廃地の拡大防止及び生産性の向上を推進するため、規模拡大意欲の強い

農業者、担い手へ農地の集約化及び集積化を図る。 

○飼料用米の生産、その他の転作物の生産拡大、収益性の高い作物への転換を推進する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

遊休農地面積 10.1ha 15.0ha 農業委員会事務局 

認定農業者数 60 人 66 人 農林水産課 

新規就農総合支援事業対象人数

（年当たり） 
3 人 3 人 農林水産課 

農業生産条件の不利な地域

での営農の組織数 
3 団体 3 団体 農林水産課 

(２) 新たな農業施策の展開【農林水産課】 

○豊かな食生活を支える信頼ある食と農を確立するため、地産地消を推進する。また、

生産者と消費者の交流を進め、地元で生産された新鮮で安全・安心な農作物を、直売

所等を通して提供する。 

○農協、商工会等が中心となって取組んでいる地域の農作物を使った特産加工品の研究

及び販売活動を支援するとともに、組織及び団体の枠を超えた交流を積極的に推進す

る。 

４-７-④ 森林の適正管理 

「１-５-② 森林の適正管理」を適用 

４-７-⑤ 地籍調査の推進 

「１-５-⑤ 地籍調査の推進」を適用 
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５ 情報通信サービス、電力等、ライフライン及び燃料供給関連施設、交通

ネットワーク等の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる。 

５-１ テレビ、ラジオ放送、インターネット等、通信インフラの障害により、

災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達がで

きず避難行動や救助・支援が遅れる事態 

施策分野 
①行政機能・情報通信・消防 ③健康・医療・福祉 

⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

５-１-① 情報収集伝達体制の強化 

(１) 的確な防災情報の周知【総務課／まちづくり協働課】 

○災害発生直後は、多種多様な情報が交錯し、混乱を招きやすい状況にあることから、

あらかじめ、災害種別に応じた情報の伝達について整備するとともに、正確に情報を

伝達する体制の構築を図る。 

○防災行政無線、防災メール、ＳＮＳ、J アラート、L アラート、広報車等、多様な手

段を活用するとともに、新たな情報伝達手段を検討する。 

○障がいの種類及び程度に応じて、障がい者が防災に関する情報を迅速かつ確実に取得

することができるよう情報提供体制の強化を図る。 

○災害時における情報孤立が想定される集落においては、外部との情報伝達手段の確保

が必要であることから、災害に強い情報通信設備（戸別受信機、衛星携帯電話等）の整

備を推進する。 

(２) 防災行政無線の改善【総務課】 

○防災行政無線の運用にあたっては、戸別受信機の設置検討も含め、今後も不可聴地区

の解消を図る。 

(３) 各種通信設備の機能強化及び適切な保守運用【総務課／まちづくり協働課】 

○災害時において、速やかな情報の収集伝達に対応するため、平時から各種通信機器の

機能強化及び適切な保守管理を実施する。 

(４) 情報伝達に関する防災訓練の実施【総務課】 

○避難指示等の災害情報を広く正確に伝えるため、避難情報に関するガイドラインに基

づき、情報伝達体制の構築を推進するとともに、情報伝達訓練及び防災学習会を通じ

て習熟を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

災害に関する地域への 

出前講座の実施 
年 3 回 年３回 総務課 

 

５-１-② 適切な避難情報の発令 

(１) 「避難情報の判断・伝達マニュアル」の見直し【総務課】 

○避難情報に関するガイドラインに基づき、必要に応じて、「避難情報の判断・伝達マ

ニュアル」の見直しを実施する。 
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(２) 関係機関との情報共有及び連携体制の強化【総務課】 

○避難指示等の災害情報を広く正確に伝えるため、避難情報に関するガイドラインに基

づき、関係機関との情報共有に努め、情報伝達体制の連携強化を図る。 

５-１-③ 住民一人一人の適切な避難行動 

(１) 防災訓練の実施【総務課】 

「１-１-③ 一人一人の命を守る対策」を適用 

(２) 防災ハンドブック等の配布【総務課】 

○災害種別等状況に応じた避難場所及び避難方法を周知するとともに、自らの命を守る自

助意識の高揚を図るため、防災ハンドブック等を配布し、啓発の取組を推進する。 

(３) 危険箇所及び安全な避難経路の確認促進【総務課】 

○過去の被害発生箇所、危険箇所及び安全な避難経路の確認を促進する。 

(４) 地区防災計画策定の促進【総務課】 

「１-２-① 自主防災組織の育成支援」を適用 

(５) マイタイムライン（個別避難計画）の作成支援【総務課】 

○住民一人一人が自ら考え命を守る避難行動のため、マイタイムライン（個別避難計画） 

の作成支援を実施する。 

５-１-④ 要配慮者の避難支援 

(１) 要配慮者に対する防災知識の普及啓発 

【総務課／高齢福祉課／社会福祉課／子育て支援課】 

○要配慮者においても、自分の身は自分で守ることが基本とされており、可能な範囲で

の防災対策が必要となるため、要配慮者に対する防災知識の普及啓発の取組を推進す

る。 

(２) マイタイムライン（個別避難計画）の作成支援【総務課／社会福祉課】 

「５-１-③ 住民一人一人の適切な避難行動」を適用 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

避難行動要支援者の 

個別避難計画の作成数 
62 件 

避難行動要支援者 

名簿新規登録者分 

を作成 

社会福祉課 

  

５-１-⑤ 避難計画の策定支援 

(１) 要配慮者利用施設の避難計画策定支援 

【総務課／高齢福祉課／社会福祉課／子育て支援課】 

○洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設における避難計画の必要に応じた更新及び避

難訓練等の支援を実施する。 

５-１-⑥ 外国人対策 

(１) 公共施設等における外国語の表記【まちづくり協働課／各施設管理課】 

○災害時に日本語が不自由な外国人も円滑かつ迅速に避難ができるよう、公共施設等に

おける外国語の表記を推進する。 



 

 

65 

 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

公共施設などにおける 

外国語の表記 
2 箇所 5 箇所 

まちづくり協働課 

各施設管理課 
 

５-１-⑦ 要配慮者対策 

(１) 避難行動要支援者名簿の作成【社会福祉課】 

○避難時に支援を必要とする住民の把握に向け、避難行動要支援者名簿の作成及び更新

に取り組む。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

避難行動要支援者名簿 

登録者数 
62 件 随時登録者を受付 社会福祉課 

 

５-１-⑧ 避難誘導対策 

(１) 避難行動要支援者への支援体制の確立【社会福祉課】 

○自主防災組織、民生委員児童委員、社会福祉協議会及び市の連携のもと、避難支援体

制の強化を図る。 

 

５-２ 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の停止等による情報

通信機能の麻痺や長期停止 

施策分野 ①行政機能・通信・消防 ⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

５-２-① 情報収集伝達体制の強化 

「５-１-① 情報収集伝達体制の強化」を適用 

５-２-② 多様な情報伝達手段の確保・周知 

(１) ＳＮＳ等の活用促進【総務課／まちづくり協働課／企画政策課】 

○防災行政無線、防災メール、SNS、J アラート、L アラート及び広報車等、多様な手

段を活用を促進する。 

(２) 災害用伝言板の利用方法に関する普及啓発【総務課／まちづくり協働課】 

○災害時の安否確認等における情報伝達手段として、災害用ダイヤル１７１、Ｗｅｂ 

１７１等の災害用伝言板の利用方法に関する普及啓発の取組を推進する。 

(３) 主要な避難所への Wi-Fi 設備の設置検討【総務課／企画政策課／各施設管理課】 

○防災及び観光等と歩調を合わせた Wi-Fi 設備等の設置について検討し、公共施設の情

報環境を整備する。 

(４) 広報紙の充実【まちづくり協働課】 

○親しみやすくわかりやすい広報紙をつくるため、読みやすい大きさの活字の使用や平

易な語句を用いる等、紙面づくりの工夫に努める。また、「点字・声の広報」を引き続

き実施する。 

○「広報きたいばらき」及び「お知らせ北茨城」が住民に有効に活用されるように、内容

の充実に努めるとともに、住民が必要な市政情報を的確かつ迅速に伝える。 
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○市の出先機関、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、医療機関等に広報紙を

配置する。 

(５) ホームページの充実【まちづくり協働課】 

○誰もが見やすく、わかりやすいホームページになるように定期的にリニューアルを 

実施する。 

○緊急情報等、情報提供に対する住民ニーズを的確にとらえながら、迅速で正確な情報

の提供ができるように柔軟に内容の見直しを進める。 

(６) 住民への多様な情報提供の充実【まちづくり協働課／総務課／企画政策課】 

○ホームページなど SNS の普及促進を図るとともに、新たな情報発信ツールの活用を

検討する。 

○緊急情報を迅速に伝える防災メール及び SNS の普及促進を図るため、その重要性に

ついて周知啓発活動を実施し、住民への情報提供を促進する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

ホームページアクセス件数

（年当たり） 
482,439 件 550,000 件 まちづくり協働課 

X のフォロワー数 6,051 人 8,500 人 まちづくり協働課 

市 LINE 公式アカウントの

登録数 
2,353 人 10,000 人 企画政策課 

(７) 地域情報化の推進【企画政策課】 

○ＩＣＴを活用した住民サービスのさらなる向上を図る。 

○住民等がインターネットなどを通じて容易に公共データを利活用できるように、ニー

ズの高いデータの「オープンデータ化」を推進する。 

５-２-③ 停電時の情報通信機能の確保 

(１) 非常用電源の確保【総務課】 

○災害時における防災拠点の情報通信機能を確保するため、非常用発電機の整備及び維

持管理を適切に実施する。また、再生可能エネルギーの導入等を検討する。 

 

５-３ 都市ガス供給、石油、ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる

機能の停止 

施策分野 
①行政機能・情報通信・消防 ④産業・農林水産・環境 

⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

５-３-① 事業者等との連携強化 

(１) 燃料供給事業者との協定締結【総務課】 

○災害時において燃料を速やかに確保するため、燃料供給事業者との協定締結を推進す

るとともに、応急復旧への備えとして確実な供給体制の構築を図る。 
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５-３-② 停電時の代替電源の確保 

(１) 停電時の防災拠点施設、避難所の非常用電源及び、その燃料の確保  

【総務課／各施設管理課】 

○停電時の代替電源の確保として、防災拠点施設及び避難所等に非常用発電設備を整備

する。あわせて公共施設への太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入や蓄電池の整

備を推進する。 

５-３-③ 適切な役割分担のもとでの備蓄 

「２-４-① 適切な役割分担のもとでの備蓄」を適用 

 

５-４ 上水道等の長期間にわたる供給停止 

施策分野 ②住宅・都市・国土保全 ⑦老朽化対策 

５-４-① 水道施設の耐震化・維持管理 

(１) 水道施設の耐震化【施設課】 

○現在整備している華川浄水場だけではなくほかの浄水場も老朽化が著しいため、各浄

水場の設備診断及び耐震診断を実施し、更新計画の策定を検討する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

災害協定締結数 

(水道の復旧に従事する事業者) 
2 件 2 件 施設課 

配水管の耐震化率 7.1% 11.1% 施設課 

(２) 老朽管の更新【施設課】 

○将来にわたり安全な水道水を安定して提供していくため、老朽管の更新を年次計画に

より実施する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

老朽管更新計画の進ちょく率 51.9% 81.6% 施設課 
 

５-４-② 速やかな復旧及び給水の確保 

「４-５-④ 応急給水体制の強化」を適用 

５-４-③ 応援協定の締結の推進 

「２-４-③ 応援協定の推進」を適用 

 

５-５ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

施策分野 ②住宅・都市・国土保全 ⑦老朽化対策 

５-５-① 下水道施設の耐震化・耐水化・維持管理 

(１) 公共下水道事業の推進【施設課／業務課】 

○事業計画面積の整備を引き続き推進する。 

○汚水処理量の増加により、最初沈殿池を建設し、処理能力の安定を図る。 
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重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

事業計画面積の整備率 74.5% 83.5% 業務課 

公共下水道接続率 72.7% 73.7% 業務課 

(２) 水洗化の促進（公共下水道）【業務課】 

○公共下水道への早期接続を促すため、広報紙での啓発活動を推進するとともに、職員

による戸別訪問を引き続き実施する。 

(３) 集落排水事業の促進【業務課】 

○漁業集落排水への接続促進のため、職員による戸別訪問を引き続き実施する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

漁業集落排水施設への接続率 74.2% 74.1% 業務課 

(４) 工業及び住宅排水事業の促進【施設課／都市建設課】 

○中郷、上相田、関本工業団地排水及び石岡住宅排水の適切な維持管理を実施する。 

(５) し尿処理体制の充実【生活環境課／施設課】 

○施設の長寿命化を図りつつ、下水道施設との共同化を検討する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

下水道施設との共同化 事業化へ向けた調整 
統廃合による 

施設設計 

生活環境課 

施設課 
 
 

５-５-② 速やかな汚水処理施設の復旧 

(１) 災害時におけるライフラインの早期復旧【施設課】 

○災害発生後、施設の被害状況を調査し、施設が被災したときは、重大な機能障害及び

二次災害の危険性を取り除くとともに、速やかに復旧できる体制強化を図る。 

(２) 汚水処理施設の復旧に従事する民間事業者との協定締結【施設課／総務課】 

○災害時において、処理機能を喪失した汚水施設については、早期に復旧する必要があ

るため、関係事業者との協定を締結する。 

(３) 仮設トイレの備蓄及び事業者等からの仮設トイレの調達体制の整備【総務課】 

○災害時における、トイレ対策として簡易トイレ等の備蓄を推進するとともに、仮設ト

イレの調達体制の構築を図る。 

 

５-６ 鉄道、高速道路等の基幹的交通から地域交通網までの交通インフラの

長期間にわたる機能停止による物流及び人流への甚大な影響 

施策分野 ②住宅・都市・国土保全 ⑤交通・物流 ⑦老朽化対策 

５-６-① 基幹インフラの復旧・復興対策 

(１) 国や県及び施設管理者等との連携強化【都市建設課／農林水産課】 

○国道、県道、高速道路、鉄道等の基幹インフラの広域的な損壊により、復旧・復興が大

幅に遅れる事態を想定した対策について、国や県及び施設管理者等との連携を強化し、

総合的に取組む体制を整備する。 
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５-６-② 地籍調査の推進 

「１-５-⑤ 地籍調査の推進」を適用 

５-６-③ 災害に強い道路網の形成 

「２-４-④ 災害に強い道路網の形成」を適用 

５-６-④ 交通ネットワークの強化 

「２-４-④ 災害に強い道路網の形成」を適用 

５-６-⑤ 道路啓開作業及び緊急時の輸送体制の確立 

「２-４-④ 災害に強い道路網の形成」を適用 

５-６-⑥ 公共交通の機能維持 

(１) 公共交通ネットワークの強化【まちづくり協働課】 

○災害時においても公共交通が維持されるよう業務継続計画（BCP）を作成する。 

○住民生活における交通手段確保のために北茨城市巡回バスを運行し、利用目的、利用

時間帯及び運行ルートについて調査・研究し、利便性の向上を図る。 

○公共交通のあり方について、「地域公共交通会議」などを通じて継続的に検討する。 
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６ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する。 

６-１ より良い復興に向けた事前復興ビジョンの欠如、災害対応・復旧復興

を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、NPO、

企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できな

くなる事態 

施策分野 ①行政機能・情報通信・消防 

６-１-① 事前復興ビジョンの検討 

(１) 事前復興計画の検討の推進【総務課】 

○迅速な復旧・復興を図るため、被災前に復興イメージを地域とともに話し合う等、事

前復興計画の検討の取組を推進する。 

６-１-② 災害対応・復旧復興を支える人材の確保 

(１) 専門家やボランティア団体等との連携体制の構築【総務課】 

○復旧・復興において様々な分野の専門家、ボランティア団体等の適切な助言を踏まえ

た取組を推進するため、平時より連携体制の構築を図る。 

(２) 受援体制の強化【総務課】 

「２-１-② 受援体制の強化」を適用 

 

６-２ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事

態 

施策分野 ②住宅・都市・国土保全 ④産業・農林水産・環境 

６-２-① 災害廃棄物の適正処理の体制構築 

(１) 災害廃棄物の受入れ及び処理等に関する他市町村や民間事業者との協定の締結  

【生活環境課】 

○公的機関並びに民間団体における受入条及び処理可能量等の確認を実施し、協定や覚

書により、災害発生時における処理体制の構築を図る。 

(２) ごみ処理体制の充実【生活環境課】 

○ごみの減量化に努めるとともに、高萩市と共同で高北清掃センターを運営する。 

○限りある資源を有効活用するため、リサイクル事業を推進する。 

(３) ごみの不法投棄防止【生活環境課】 

○不法投棄監視員による定期的な監視活動を実施するとともに、不法投棄の防止対策を

講じる。 

６-２-② 災害廃棄物処理計画の策定 

(１) 災害廃棄物処理計画の更新【生活環境課】 

○速やかな災害廃棄物の処理に向け、災害廃棄物処理計画の適切な見直しを実施する。 
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６-２-③ 災害廃棄物の適正処理の体制構築 

(１) 災害廃棄物の仮置場の確保【生活環境課】 

○災害廃棄物の一時的な仮置場の候補地の定期的な確認を実施する。 

 

６-３ 事業用地の確保、仮設住宅、仮店舗、仮事業所等の整備が進まず復興

が大幅に遅れる事態 

施策分野 
②住宅・都市・国土保全 ③健康・医療・福祉 ④産業・農林水産・環境 

⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

６-３-① 応急仮設住宅等の確保 

(１) 応急仮設住宅の建設場所の検討【都市建設課】 

○速やかな応急仮設住宅の確保に向け、応急仮設住宅の建設候補地の選定を実施する。 

(２) 建設事業者との協定締結【都市建設課／総務課】 

○災害時に迅速かつ円滑に応急仮設住宅を建設できるよう、建設事業者との協定締結を

検討する。 

(３) 公営住宅の整備・被災者の住宅確保支援等【都市建設課】 

○避難者の健全な住生活の早期確保のために、必要に応じ、市営住宅等利用可能な戸数

を確保する。 

○災害公営住宅の家賃について、家賃低減事業等により被災者の負担軽減を図る。 

６-３-② 応急危険度判定等の速やかな実施 

(１) 応急危険度判定士の招集に関する協定の締結【都市建設課】 

○大規模災害の発生後、被害の拡大を防ぐとともに速やかな住まいの確保するため、県

等との連携を図りながら、応急危険度判定を円滑に実施するための体制を整備する。 

○大規模地震や大雨等による宅地の崩壊危険度の判定を行う被災宅地危険度判定の速や

かな実施に向け、被災宅地危険度判定士の育成を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

応急危険度判定士登録者数 5 人 7 人 都市建設課 
 

６-３-③ 罹災証明の発行 

(１) 罹災証明書等の円滑かつ迅速な発行【税務課／収納課】 

○内閣府で定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」の運用に関する研修等に

参加し、被害認定調査員の対応能力向上及び迅速な罹災証明書発行のための体制強化

を図る。 

６-３-④ 被災者の生活再建の支援 

(１) 被災者支援システムの活用に向けた職員研修の実施【人事課／総務課】 

○被災者が早期に生活再建できるように「被災者生活再建支援制度」に関する研修を実

施し、職員の対応能力の向上を図る。 
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(２) 被災者生活支援相談窓口の設置【市民課／社会福祉課】 

○被災者からのニーズの把握及び各種支援策の手続きや相談に対応するため、災害総合

相談窓口を設置する体制を整備する。 

○災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金等の各種手続きに関して、迅速かつ的確

に事務処理手続きを実施するため、連絡体制の強化や事務処理手続きの周知、各種手

続きに関する研修に取組む。 

(３) 広聴活動の充実【まちづくり協働課】 

○住民が気軽に意見を述べられるように、「私の提案」、「問い合わせメール」を引き続

き実施するなど、市政に対する要望及び住民意識を的確に把握できるように広聴業務

の充実を図る。 

○住民、市長及び行政との対話の場を積極的に設けるとともに、各種団体の代表者や有

識者による懇談会を開催する等、様々な意見聴取に取組み、問題意識の共有化を図る。 

○弁護士による法律相談、人権擁護委員による人権相談、行政相談員による行政相談ほ

か、各種住民相談の充実を図る。 

(４) 就労相談体制の充実【商工観光課】 

○住民の就労を促進するため、いばらき就職支援センターとの連携による就職相談会及

びハローワーク高萩との連携による求人情報の提供を引き続き実施する。 

(５) 各種融資制度の利用促進【商工観光課】 

○商業経営の強化、経営の安定化を図るため、中小企業信用保険法による保証制度の利

用及び自治金融制度の融資のあっ旋を継続する。 

(６) 経営相談支援の充実【商工観光課】 

○経営に関する各種講習会及び講演会の開催を支援する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

商業経営強化のための 

講習・講演会開催数 
3 回 3 回 商工観光課 

(７) 商業基盤の充実【商工観光課】 

○北茨城市商工会との連携による空き店舗対策の検討等を実施する。 

○地域の特性を活かした商業拠点づくりを検討する。 

(８) 中小企業の振興【商工観光課】 

○茨城県信用保証協会と連携し、中小企業に対し、自治金融制度による融資の際に、保

証料の補給等の支援を実施する。 

○北茨城市商工会等と連携し、創業・第二創業に係るスクールや高校生就職面接会を実

施する。 

(９) 東日本大震災からの復興【農林水産課／商工観光課】 

○県内外のイベントへ積極的に参加し、ＰＲを実施する。 

○漁業者への漁獲共済掛金助成等による金融支援及び水産加工業者への水産加工物新商

品開発支援等による経営支援を実施する。 
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６-４ 貴重な文化財及び環境的資産の喪失並びに地域コミュニティの崩壊等

による有形・無形の文化の衰退又は損失 

施策分野 
①行政機能・情報通信・消防 ③健康・医療・福祉 

⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

６-４-① 地区の防災活動の担い手の育成 

(１) コミュニティ活動の支援・育成【まちづくり協働課】 

○地域における活動団体の連絡体制の構築を図る。 

○コミュニティ活動の活性化を図るため、リーダーの育成及び人材の資質向上に取組む。 

(２) コミュニティ施設の整備・活用【まちづくり協働課／生涯学習課】 

○地域のコミュニティ活動の拠点となる集会施設については、引き続き地域住民による

自主的な管理運営の促進を図るとともに、その維持管理について支援を実施する。 

(３) 自主防災組織の育成支援と活動促進【総務課】 

「１-２-① 自主防災組織の育成支援」を適用 

(４) 消防団の活動支援及び団員の確保【消防課】 

「１-２-③ 消防力の維持・強化」を適用 

６-４-② 地域の防災活動への支援 

(１) 地区防災計画策定の促進【総務課】 

「１-２-① 自主防災組織の育成支援」を適用 

(２) 防災士の育成支援【総務課】 

○地区の防災活動のリーダーとなる人材育成に向け、防災士の資格取得の支援を検討 

する。 

６-４-③ ボランティア活動への支援 

(１) ボランティアの活性化とＮＰＯ活動支援【社会福祉課／まちづくり協働課】 

○福祉ボランティアの参加促進及び講座の開催を今後も継続して実施する。 

○福祉サービスの担い手として重要な役割をもつ、住民ボランティア、ＮＰＯ法人等が、

行政との協働によるまちづくりに積極的に取組むことができるように、環境の整備を

進める。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

福祉活動（ボランティア）

の参加者数 
1,103 人 1,200 人 社会福祉課 

福祉ボランティア講座 

の開催（年当たり） 
４回 ４回 社会福祉課 

(２) 住民参画機会の拡大及び人材育成【まちづくり協働課／都市建設課】 

○住民のまちづくり活動への参加促進を図るため、若い世代を含め誰もが参加しやすい

体制を整備するとともに、住民協働のまちづくりについて意識の醸成を図る。 

○住民協働のまちづくり活動の一つである道路及び公園里親制度を推進する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

道路里親団体数 39 団体 51 団体 都市建設課 
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(３) 男女共同参画の社会づくり【まちづくり協働課】 

○男女が共に持てる能力を発揮し、地域の社会活動への自発的・主体的な参画を促進す

るため、「いきいきステップアップ講座」などにより地域、団体等への意識啓発及び活

動への支援を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

委員会・審議会などにおけ

る女性委員の参画状況 
24.0% 30.0% まちづくり協働課 

  

６-４-④ 地域コミュニティ活動への支援 

(１) まちづくりの課題及び情報の共有【まちづくり協働課】 

○「北茨城市市民協働指針」の考え方や方向性について普及啓発の取組を推進する。 

○広報紙、ホームページ等情報発信機能の充実により、市政情報及びまちづくりの課題

について積極・的な情報提供を進める。 

(２) 住民活動団体の支援と交流・連携の促進【まちづくり協働課】 

○住民活動団体のネットワーク化を推進する。 

○市内外で活躍する住民団体の活動状況を広く住民に広報するため、様々な媒体を活用

し、情報提供を実施する。 

(３) 協働のまちづくりの実践【まちづくり協働課】 

○住民活動をハード面から支援するため、活動に必要な備品貸出制度の創設及び住民活

動保険の加入促進を図る「市民活動支援事業」について検討する。 

(４) 公民館活動の拡充【生涯学習課】 

○住民に身近な学習の場や文化活動等の機会を提供するため、公民館において成人教室、

女性学級、各種講座等を開催し、住民ニーズに即した公民館事業を推進する。 

○利用者の固定化の解消に努め、幅広い年代層を対象とした事業を推進するとともに、

利用の少ない青少年及び働く成人を対象とした事業の拡充を図る。 

○住民の自発的活動を支援するとともに、学習情報の提供及び学習相談機能の充実を図

る。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

各種講座参加者数 

（年当たり） 
3,807 人 5,000 人 生涯学習課 

(５) 地域見守り体制事業の充実【高齢福祉課】 

○老人福祉電話の設置、ねたきり老人等日常生活用具（電磁調理器、火災報知器、自動消

火器等）を継続して支給する。 

○緊急通報体制の整備を推進する。 

○行商サービス事業、配食サービス事業及び愛の定期便事業を継続して実施し、地域の

見守り体制を確立する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

配食サービスの利用者数

（年間実利用者数） 
186 人 250 人 高齢福祉課 
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６-４-⑤ 文化財の喪失防止 

(１) 文化財の防災対策【生涯学習課】 

○文化財所有者に対し、防災施設、設備（収蔵庫、火災報知器、消火栓、貯水槽、避雷針

等）の整備の促進を図る。 

 

６-５ 風評被害、信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業、倒産等による

市内経済等への甚大な影響 

施策分野 ④産業・農林水産・環境 ⑥リスクコミュニケーション・人材育成 

６-５-① 風評被害の防止 

(１) 風評被害防止のプロモーションの支援【商工観光課】 

○関係機関と連携し、ホームページ等を通じて災害に関する状況を正確に発信すること

により、風評被害の防止を図る。 

○風評被害への対策として、非破壊放射能測定システムを活用した市内水産物の安全・

安心のＰＲを実施する。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

放射性物質濃度測定頻度

（月当たり） 
2 回 2 回 生活環境課 

(２) 観光プロモーションの充実【商工観光課】 

○観光振興の協定に基づく広域の観光連携を推進する。 

○各種観光情報を発信する観光協会ホームページの内容の充実を図るとともに、ＳＮＳ

を活用した発信力の強化を図る。 

重要業績評価指標（KPI） 実績値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 担当課 

隣接市町村との連携（共同

開催によるイベント・ＰＲ

活動等の回数）（年当たり） 

5 回 6 回 商工観光課 

観光協会ホームページ 

アクセス数（年当たり） 
773,475 件 1,000,000 件 商工観光課 

 
 

６-５-② 風評被害の軽減 

(１) 産学官連携によるＰＲ活動【商工観光課】 

○風評被害の軽減を図るため、隣接市町村及び産学官との連携を推進する。 

６-５-③ 地域経済の活性化 

(１) 持続可能な経営に向けた取組支援【商工観光課】 

○災害からの復興にあたっては、地域の経済活動が重要な役割を担うことから、持続可

能な経営に向けた取組支援などにより、地域経済の活性化を促進する。 
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第２節 重点施策の設定 

１ 重点施策の設定方法 

北茨城市の脆弱性や災害特性を鑑み、限られた資源・財源の中から効率的かつ効果

的に本計画を進めるためには、緊急性や優先度の高い施策を重点化し、取組を進める

必要があります。そのため次に示す重点化の視点をもとに、特に重点的に取組む対応

方策と主要な施策・事業を設定します。 

 

【重点化する施策の視点】 

重点化の視点 説       明 

緊  急  性 大規模被害に直結するなど緊急性が高い。 

影響の大きさ 施策を講じない場合の生命・財産・社会への影響が大きい。 

効    果 大規模災害だけではなく平時の課題解決に有効である。 

進  捗  度 施策の進捗を向上させる必要がある。 

 

２ 重点化すべきリスクシナリオ 

事前に備えるべき目標 リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」 

1 

あらゆる自然災害に

対し、直接死を最大限

防ぐ。 

1-1 大規模地震に伴う住宅、建物、不特定多数が集まる施設等の

複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

1-2 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死

傷者の発生 

1-3 広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生 

1-4 突発的又は広域的な洪水、高潮等に伴う長期的な市街地等の

浸水による多数の死傷者の発生（ため池の損壊によるもの及び

防災インフラの損壊・機能不全等による洪水、高潮等に対する

脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む。） 

2 

救助、救急及び医療活

動が迅速に行われる

とともに、被災者等の

健康及び避難生活環

境を確実に確保する

ことにより、関連死を

最大限防ぐ。 

2-3 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の

被災者の健康及び心理状態の悪化による死者の発生 

2-4 長期にわたる孤立集落、帰宅困難者の発生及び被災地での食

料、飲料水、燃料等の生命に関わる物資等の不足 
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事前に備えるべき目標 リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」 

4 
経済活動を機能不全

に陥らせない。 

4-3 基幹的交通ネットワークの長期停止による物流及び人流への

甚大な影響 

4-5 食料等の安定供給の停滞に伴う住民生活及び社会経済活動へ

の甚大な影響 

5 

情報通信サービス、電

力等、ライフライン、

燃料供給関連施設、交

通ネットワーク等の

被害を最小限にとど

めるとともに、早期に

復旧させる。 

5-4 上水道等の長期間にわたる供給停止 

5-5 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

5-6 鉄道、高速道路等の基幹的交通から地域交通網までの交通イ

ンフラの長期間にわたる機能停止による物流及び人流への甚

大な影響 

 

３ 重点施策の一覧 

No 対応方策 主要な施策・事業 

1-1-② 住宅、建築物等の耐震化 

・木造住宅の耐震化 

・住宅、ブロック塀等の耐震化及び危険ブロック塀等の

撤去の促進 

1-2-② 

1-2-③ 

2-1-③ 

消防施設の整備 

消防力の維持 及び強化 

・消防施設(消防水利、機械器具置場等)の補修及び整備 

・消防団の活動支援及び団員の確保 

・広域常備消防体制の充実 

1-3-① 津波減災施設等の整備 

・河川及び海岸施設の整備並びに維持管理 

・津波緊急避難場所の確保 

・津波避難路の整備 

1-4-① 
水防体制の強化及び河川

改修等の促進 

・護岸整備及び河川改修の推進 

・流域治水対策の推進 

・用排水路の機能向上及び適正管理の推進 

・都市下水路排水機場の機能向上 

2-3-① 避難所の確保 

・避難所の確保及び機能強化 

・食料等の備蓄及び配給方法の整備 

・福祉避難所の確保 

2-4-① 

4-5-① 

5-3-③ 

適切な役割分担のもとで

の備蓄 

・食料等の備蓄及び配給方法の整備 

・各避難所付近への備蓄庫の設置及び定期点検 

・家庭及び地域における備蓄(最低３日分)の促進に向け

た啓発及び支援 

・災害時における物資の供給に関する協定の締結 

・帰宅困難者対策の推進 
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No 対応方策 主要な施策・事業 

2-4-④ 

4-3-① 

4-3-② 

5-6-③ 

5-6-④ 

5-6-⑤ 

災害に強い道路網の形成 

・市街地ネットワークの強化 

・主要幹線道路の整備促進 

・市街地幹線道路の整備促進（都市計画道路等） 

・市道の整備促進 

・橋梁、トンネル等の整備促進 

2-5-① 

2-5-② 

2-5-③ 

感染症等対策の推進 

・感染症予防対策の強化 

・避難所での感染症対策の推進 

・関係機関との連携体制の整備 

5-4-① 

5-4-② 

5-5-① 

5-5-② 

給水体制の確保及び強化 

下水道施設の維持及び管

理 

・応急給水体制の強化 

・水道施設の耐震化及び維持管理 

・老朽管の更新 

・下水道施設の耐震化及び維持管理 

５ 
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資料編 

◆公共事業整備箇所一覧 

No 担当課 種 別 事業名 箇所・区間名 
事業 

期間 

総事業費 

（千円） 
取組主体 

リスク 

シナリオ 

1 都市建設課 
社会資本整備総合

交付金事業 
空き家等実態調査事業 市内全域 R4 5,247 市 1-1 

2 農林水産課 土地改良事業 
県営かんがい排水事業

（下桜井） 

水路工L=1.2km 

排水機場工N=1式 

R８完了 

予定 
― 県 1-4、4-7 

3 農林水産課 土地改良事業 
経営体育成基盤整備事業 

（下桜井） 
区画整理工A=28.9ha 

R８完了 

予定 

― 
県 4-7 

4 農林水産課 土地改良事業 
一般農道整備事業 

（関南4期） 

農道整備 

L=1.5km 
R４ 

― 
県 4-7 

5 農林水産課 土地改良事業 
県単土地改良事業 

（水路改良工事） 
市内全域 R4 

― 
市 1-4、4-7 

6 農林水産課 土地改良事業 
基盤整備事業 

（下相田） 
華川町下相田地区 ― ― 県 4-7 

7 都市建設課 
橋梁修繕 

（15ｍ以上） 
橋梁長寿命化修繕事業 48橋 H27～Ｒ26 2,830,000 市 

2-4、4-3 

5-6 

8 都市建設課 
橋梁修繕 

（15ｍ未満） 
橋梁長寿命化修繕事業 277橋 H27～Ｒ21 4,592,000 市 

2-4、4-3 

5-6 

9 都市建設課 舗装修繕 舗装修繕事業 31路線 Ｈ26～Ｒ9 1,274,000 市 
2-4、4-3 

5-6 

10 都市建設課 道路修繕 ﾄﾝﾈﾙ長寿命化修繕事業 Ｎ＝3箇所 Ｈ26～Ｒ30 114,000 市 
2-4、4-3 

5-6 
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No 担当課 種 別 事業名 箇所・区間名 
事業 

期間 

総事業費 

（千円） 
取組主体 

リスク 

シナリオ 

11 都市建設課 道路改良事業 
市道2177号線（下相

田線）整備事業 
Ｌ＝640ｍ Ｒ3～Ｒ7 90,000 市 

2-4、4-3 

5-6 

12 都市建設課 道路改良事業 
市道1084号線（下桜

井線）歩道整備事業 
Ｌ＝1250ｍ Ｒ4～Ｒ10 500,000 市 

2-4、4-3 

5-6 

13 都市建設課 道路改良事業 
市道1178号線（松井

線）整備事業 
Ｌ＝800ｍ Ｒ4～Ｒ9 130,000 市 

2-4、4-3 

5-6 

14 都市建設課 道路改良事業 ときわ団地排水対策事業 Ｌ＝313ｍ Ｒ2～Ｒ10 160,000 市 
2-4、4-3 

5-6 

15 都市建設課 道路改良事業 
市道2292号線（中妻

豊田線）歩道整備事業 
Ｌ＝1,000ｍ Ｒ1～Ｒ7 200,000 市 

2-4、4-3 

5-6 

16 都市建設課 河川改修事業 
普通河川 

高井川改修事業 
Ｌ＝205ｍ Ｈ29～R4 32,000 市 1-4 

17 都市建設課 
道路改良事業 市道2246号線（豊田

線）整備事業 
Ｌ＝800ｍ Ｒ4～Ｒ10 130,000 市 

2-4、4-3 

5-6 

18 都市建設課 

公営住宅整備 

市営住宅長寿命化事業 

市営下桜井団地、市営

臼場住宅、市営中妻団

地、市営神岡団地 

H26～R10 1,110,000 市 1-1、6-3 

19 都市建設課 公営住宅整備 用途廃止住宅解体事業 
市営下桜井団地、市営

小野矢指団地 
H26～R10 60,000 市 6-3 

20 都市建設課 道路改良事業 
都市計画道路 

北町・大津港線 

大津町北町～ 

関南町仁井田 
― ― 市 

2-4、4-3 

5-6 

21 都市建設課 道路改良事業 
都市計画道路関本中線 

(国道６号関本勿来バイパス ) 
関本町関本中 H27～ 28,200,000 国土交通省 

2-4、4-3 

5-6 

22 都市建設課 道路改良事業 
都市計画道路 

神岡・五浦線 

関南町神岡下～ 

大津町五浦 
― ― 市 

2-4、4-3 

5-6 



 

 

8
1

 

No 担当課 種 別 事業名 箇所・区間名 
事業 

期間 

総事業費 

（千円） 
取組主体 

リスク 

シナリオ 

23 都市建設課 道路改良事業 
都市計画道路 

豊田・西丸線 

磯原町磯原字カブキ～ 

磯原町豊田字西丸 
― ― 市 

2-4、4-3 

5-6 

24 都市建設課 道路改良事業 
都市計画道路 

朝日野・駒木線 

磯原町磯原字朝日野～ 

華川町臼場字駒木 
― ― 市 

2-4、4-3 

5-6 

25 都市建設課 道路改良事業 
都市計画道路 

久保ノ内・細ノ原線 

中郷町小野矢指字久保

の内～ 

中郷町小野矢指字高橋 

― ― 市 
2-4、4-3 

5-6 

26 施設課 
社会資本整備総合

交付金事業 
処理場施設改築工事 北茨城浄化センター R2～R10 400,000 市 5-5 

27 施設課 
社会資本整備総合

交付金事業 
ポンプ場施設改築工事 磯原駅東ポンプ場 R2～R10 100,000 市 1-4 

28 施設課 
社会資本整備総合

交付金事業 
管渠改築（更新）工事 北茨城処理区 R2～R10 150,000 市 5-5 

29 施設課 

地方創生汚水処理

施設整備推進交付

金事業 

管渠築造（新設）工事 
北茨城処理区 

（地域再生計画内） 
R2～R11 250,000 市 5-5 

30 施設課 
社会資本整備総合

交付金事業 
施設耐水化工事 

北茨城浄化センター、 

磯原駅東・駅西ポンプ場 
R2～R10 200,000 市 5-5 

31 施設課 
社会資本整備総合

交付金事業 
し尿受入施設建設工事 北茨城浄化センター R2～R16 5,000,000 市 5-5 

32 施設課 
社会資本整備総合

交付金事業 
最初沈殿池建設工事 北茨城浄化センター R2～R9 400,000 市 5-5 

33 施設課 
漁業集落環境整備

事業 
処理場施設改築工事 

平潟漁業集落 

排水処理場 
R2～R13 350,000 市 5-5 
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No 担当課 種 別 事業名 箇所・区間名 
事業 

期間 

総事業費 

（千円） 
取組主体 

リスク 

シナリオ 

34 教育総務課 
学校長寿命化改修

事業 
学校長寿命化改良事業 市内小中学校（９施設） Ｒ3～Ｒ12 1,624,000 市 1-1 

35 施設課 老朽施設更新事業 老朽水道管更新事業 市内全域 H18～R8 1,799,100 市 4-5、5-4 

36 消防課 

水槽付き消防自動

車及び災害対応救

急自動車の整備 

消防車両更新事業 消防本部 － － 市 1-2、2-1 

37 消防課 
耐震性防火水槽設

置事業 
消防水利整備事業 市内全域 － － 市 1-2、2-1 

38 消防課 消防団安全装置整備 消防団安全対策整備事業 消防団 R４～R６ － 市 1-2、2-1 

39 消防課 消防団車両更新 消防団車両整備事業 消防団 H19～R５ － 市 1-2、2-1 

40 消防課 
消防団詰所建設及

び解体 

消防団詰所統廃合整備

事業 
消防団 H30～R5 － 市 1-2、2-1 

41 消防課 消防団詰所修繕 消防団詰所修繕事業 消防団 － － 市 1-2、2-1 
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